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(57)【要約】
【課題】可及的に大きな演出画像を表示できるようにす
ると共に、可動表示体の図柄と演出画像の両方を略同時
に楽しませて興趣が低下するのを防止することができる
遊技機を提供する。
【解決手段】スロットマシンに、周面に図柄が施された
複数のリール３０１ｂを有した図柄変動表示装置３００
と、画像を表示可能な画像表示面５１０、画像表示面５
１０の上辺に配置されたバックライト５１１、バックラ
イト５１１の光を画像表示面５１０全体へ導く導光部材
５１２を有した画像表示体５００と、画像表示面５１０
を、リール３０１ｂの接線方向と略一致させ、その接線
方向に対して直角方向且つリール３０１ｂの軸心を通る
線とは交差しない位置に配置し、画像表示体５１０のバ
ックライト５１１が配置されていない一辺側をリール３
０１ｂに対して可及的に接近した位置に図柄変動表示装
置３００と画像表示体５００とを支持するケース部材４
００とを具備させる。
【選択図】図５４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄を列状に配置した図柄帯が施された円筒状の可動表示体と、
　複数の該可動表示体を同軸上に軸支すると共に、遊技者による遊技価値の投入と始動操
作に基づいて複数の前記可動表示体を回転駆動させて図柄を変動表示可能な図柄変動表示
装置と、
　所定の画像を表示可能な矩形状の画像表示面、該画像表示面の少なくとも一辺を除く周
縁部に配置された発光手段、及び該発光手段からの光を後側から前記画像表示面全体へ略
均等に分散するように導く導光手段、を少なくとも有した画像表示装置と、
　該画像表示装置の前記画像表示面を、前記図柄変動表示装置に支持された前記可動表示
体の接線方向と略一致させると共に、該接線方向に対して直角方向且つ前記可動表示体の
軸心を通る線とは交差しない位置に配置し、更に、前記画像表示体における前記発光手段
が配置されていない一辺側を前記可動表示体に対して可及的に接近した位置に前記図柄変
動表示装置及び前記画像表示装置を夫々支持するユニット支持部材と、
　該ユニット支持部材を内部に着脱自在に取付可能とされ、前面が開口する箱形又は前面
が開口する枠形の外本体と、
　該外本体の前面に開閉可能に取り付けられ、前記ユニット支持部材に支持された前記画
像表示装置に表示される所定の画像、及び前記図柄変動表示装置における複数の前記可動
表示体の図柄が、遊技者から視認可能な透視窓を有した扉形前面部材と
を具備することを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一
般的に「パチスロ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パチスロ機（例えば、スロットマシン）等の遊技機において、遊技媒体とし
てのメダルを所定の投入口に投入した上で、始動レバーを操作すると、複数の図柄が描か
れた複数のリールが回転して各リールに描かれた図柄列が変動表示される。そして、各リ
ールに対応したリール停止ボタンを操作して、各リールを停止させ、停止した各リールに
描かれた図柄の組合せが所定の条件を満たすと、満たされた条件に応じて、所定数の遊技
媒体が払出されたり、遊技者が多量の遊技媒体を獲得することができる遊技者に有利な特
別有利状態（例えば、ビッグボーナス等）を発生させたりするものが知られている。
【０００３】
　この種の遊技機では、リールの回転中や、特別有利状態の発生中等に、遊技者の興趣を
高められるような種々の演出画像を表示可能な画像表示装置を備えたものが知られている
。例えば、リールの前面を覆うように透明な液晶表示装置を配置したり（例えば、特許文
献１）、液晶表示装置を中央が開口するドーナツ状の液晶としてその開口の後側にリール
を配置したり（例えば、特許文献２）することで、リール上の図柄と、演出画像との間の
目線移動を少なくして、両方を同時に楽しませられるようにしたものが提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１１００６２号公報
【特許文献２】特開２００５－１８５８２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のもののように、透明液晶の後側にリールを配置するように
した場合、液晶画面に画像を表示させると、液晶画像と後側のリールの図柄とが重なって
、図柄が判り難くなる他に、液晶画面に用いられる偏光板等の影響によりリールの図柄が



(3) JP 2008-212496 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

見辛くなり、遊技者の興趣を低下させてしまう問題がある。
【０００６】
　一方、特許文献２のもののように、液晶画面をドーナツ状とした場合、その開口内には
画像を表示させることができないので、演出画像が開口により分断され、画面全体の大き
さと比較して、効果的な演出画像を表示することができない問題がある他に、開口を備え
た特殊な液晶画面を製造する必要があり、コストが高くなる問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は上記の実情に鑑み、可及的に大きな演出画像を表示できるようにする
と共に、可動表示体の図柄と演出画像の両方を略同時に楽しませて興趣が低下するのを防
止することができる遊技機の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　手段１：遊技機において、
　「複数種類の図柄を列状に配置した図柄帯が施された円筒状の可動表示体と、
　複数の該可動表示体を同軸上に軸支すると共に、遊技者による遊技価値の投入と始動操
作に基づいて複数の前記可動表示体を回転駆動させて図柄を変動表示可能な図柄変動表示
装置と、
　所定の画像を表示可能な矩形状の画像表示面、該画像表示面の少なくとも一辺を除く周
縁部に配置された発光手段、及び該発光手段からの光を後側から前記画像表示面全体へ略
均等に分散するように導く導光手段、を少なくとも有した画像表示装置と、
　該画像表示装置の前記画像表示面を、前記図柄変動表示装置に支持された前記可動表示
体の接線方向と略一致させると共に、該接線方向に対して直角方向且つ前記可動表示体の
軸心を通る線とは交差しない位置に配置し、更に、前記画像表示体における前記発光手段
が配置されていない一辺側を前記可動表示体に対して可及的に接近した位置に前記図柄変
動表示装置及び前記画像表示装置を夫々支持するユニット支持部材と、
　該ユニット支持部材を内部に着脱自在に取付可能とされ、前面が開口する箱形又は前面
が開口する枠形の外本体と、
　該外本体の前面に開閉可能に取り付けられ、前記ユニット支持部材に支持された前記画
像表示装置に表示される所定の画像、及び前記図柄変動表示装置における複数の前記可動
表示体の図柄が、遊技者から視認可能な透視窓を有した扉形前面部材と
を具備する」ものであることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、「画像表示面」としては、「薄板状の液晶パネル」、「透光性を有した投影ス
クリーン」、等が挙げられる。なお、画像表示面がスクリーンの場合、発光手段から画像
が発光表示されたり、発光手段との間に被投影部を配置したりしても良い。
【００１０】
　また、「発光手段」としては、「ＬＥＤ（発光ダイオード）」、「蛍光灯」、「冷陰極
管」、等が挙げられる。また、更に、「導光手段」としては、「樹脂やガラス等の板状の
透明部材からなり、内部反射によって光を導くもの」、「複数の光ファイバーにより光を
導くもの」、「鏡若しくは鏡状のものにより光を反射させて導くもの」、等が挙げられる
。
【００１１】
　更に、「ユニット支持部材」としては、「前面に開口を有し略箱状に形成された部材」
、「枠状に形成された部材」、「箱枠状に形成された部材」、等が挙げられる。
【００１２】
　ところで、上述した従来の遊技機のように、可動表示体の前面を覆うように画像表示装
置を配置するようにした場合、遊技者から見て、画像表示装置の画像表示面まで距離と、
可動表示体の外周面の図柄までの距離とが異なるため、視線移動が少なくするために略同
一の視野内に演出画像と図柄が入るようにしても、演出画像と図柄との間で焦点移動が行
われて早期に眼球疲労が発生し易くなり、その疲労によって遊技に対する興趣が低下して
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しまう恐れがあった。
【００１３】
　そのため、画像表示装置の画像表示面と可動表示体の外周面とを可及的に接近させるよ
うにすることが考えられるが、可動表示体の前面を覆うように画像表示装置を配置する限
り、図柄が暗くなって見辛くなったり、開口により演出画像が分断されたりする上述した
ような問題が発生し、問題点を効果的に解決することが困難であった。
【００１４】
　そこで、画像表示装置を可動表示体の前面を覆うように配置するのではなく、画像表示
装置の画像表示面を、可動表示体の接線方向と略一致するように配置した上で、画像表示
面を可動表示体に可及的に接近させることで、上述したような従来の遊技機における問題
点を回避させることが考えられる。しかしながら、画像表示装置として液晶表示装置を用
いるようにした場合、液晶パネルからなる画像表示面自体が発光しないので、表示された
演出画像を視認できるようにするために、画像表示面を所定の発光手段により照明する必
要があり、画像表示面の周縁部の全周に亘って発光手段を配置したり、画像表示面の後面
の略全面に亘って発光手段を配置したりしていた。そのため、画像表示面の全周に発光手
段を配置したものでは、可動表示体と画像表示面との間に発光手段が配置されることとな
るので、可動表示体と画像表示面とを可及的に接近させるのが困難であった。また、画像
表示面の後面に発光手段を配置したものでは、画像表示装置の奥行き（厚さ）が大きくな
るので、この場合もまた円筒状の可動表示体に対して画像表示面を可及的に接近させるこ
とが困難であった。
【００１５】
　また、上述とは別に、従来の遊技機では、所定の画像を表示する画像表示装置が、外本
体の前面に開閉可能に取り付けられた扉形前面部材に支持されており、扉形前面部材を開
くことで、画像表示装置と図柄が施された可動表示体とを分離させて夫々のメンテナンス
等が容易にできるようになっている。しかしながら、この場合、可動表示体と画像表示装
置とが、外本体と扉形前面部材とのように夫々異なる大きな部材に支持されているので、
取付誤差等が累積し易く、可動表示体と画像表示装置との相対的な位置決め精度が悪くな
り、可動表示体と画像表示装置とを可及的に近接させるようにすると、その取付誤差等に
よって可動表示体と画像表示装置とが接触してしまう恐れがあり、それらを可及的に近接
させるように配置することが困難であった。
【００１６】
　手段１の構成によると、遊技機に、図柄帯が施された円筒状の可動表示体と、複数の可
動表示体を同軸上に軸支し、遊技者による遊技価値の投入と始動操作に基づいて複数の可
動表示体を回転駆動させて図柄を変動表示可能な図柄変動表示装置と、所定の画像を表示
可能な矩形状の画像表示面、画像表示面の少なくとも一辺を除く周縁部に配置された発光
手段、及び発光手段からの光を後側から画像表示面全体へ略均等に分散するように導く導
光手段、を少なくとも有した画像表示装置と、画像表示面を可動表示体の接線方向と略一
致させると共に接線方向に対して直角方向且つ可動表示体の軸心を通る線とは交差しない
位置に配置し、更に、画像表示体の発光手段が配置されていない一辺側を可動表示体に対
して可及的に接近した位置に図柄変動表示装置及び画像表示装置を夫々支持するユニット
支持部材と、ユニット支持部材を内部に着脱自在に取付可能とされ、前面が開口する箱形
又は前面が開口する枠形の外本体と、外本体の前面に開閉可能に取り付けられ、画像表示
装置に表示される所定の画像及び可動表示体の図柄が、遊技者から視認可能な透視窓を有
した扉形前面部材とを具備させたものである。
【００１７】
　これにより、画像表示面によって可動表示体の前面を覆うことなく可動表示体の図柄に
対して、画像表示装置の画像表示面を可及的に接近させるようにしているので、従来の遊
技機のように、図柄と演出画像とが重なったり、画像表示面の開口により演出画像が分断
されたりして、図柄や演出画像が見辛くなるのを防止することができると共に、画像表示
装置に可動表示体の図柄を視認可能とするための開口を備える必要が無く、可及的に大き
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な演出画像を表示することができ、可動表示体の図柄と演出画像の両方を略同時に楽しま
せて遊技者の興趣が低下するのを防止することができる。
【００１８】
　また、画像表示装置における発光手段が備えられていない一辺側を、可動表示体と接近
する側としている。つまり、可動表示体と画像表示面との間に発光手段が配置されていな
いので、可動表示体に対して画像表示面を可及的に接近させることができ、上述した作用
効果を奏する遊技機を確実に具現化することができる。
【００１９】
　更に、従来の遊技機のように、画像表示面に可動表示体の図柄を視認可能とするための
開口を形成する必要が無く、特殊な画像表示面を製造する必要が無く、既存の画像表示面
により対応することができるので、画像表示装置にかかるコストが増加するのを抑制する
ことができる。
【００２０】
　また、画像表示装置の画像表示面を、可動表示体の接線方向と略一致する方向に配置す
るようにしているので、可動表示体の外周面の図柄と画像表示面とが略同一面上に配置さ
れることとなり、遊技者から見て、図柄と演出画像の距離が略同じ距離となり、両者の間
で焦点移動が行われるのを可及的に少なくして、早期に眼球疲労が発生するのを抑制する
ことができ、その疲労により遊技に対する興趣が低下するのを抑制することができる。
【００２１】
　更に、発光手段を画像表示面の周縁部に配置しているので、発光手段を画像表示面の後
面の略全面に配置した場合と比較して、画像表示装置の厚さを相対的に薄くすることがで
き、これにより、可動表示体の外周面に対して画像表示面を可及的に接近させ易くするこ
とができる。
【００２２】
　また、可動表示体と画像表示装置とを、ユニット支持部材によって支持するようにして
いるので、それらの取付誤差が累積するのを抑制して、可動表示体と画像表示装置との相
対的な位置決め精度を向上させることが可能となり、それらを所望の位置、つまり、可及
的に近接する位置に確実に支持することができ、可動表示体と画像表示装置とが接触する
のを防止することができると共に、それらを可及的に近接する位置に配置して、上述した
作用効果を、確実に奏するようにすることができる。
【００２３】
　更に、外本体に取り付けられるユニット支持部材によって画像表示装置を支持するよう
にしているので、従来の遊技機のように、扉形前面部材に画像表示装置が支持されること
がなく、扉形前面部材の重量が軽くなり、扉形前面部材や、扉形前面部材を軸支する回転
軸等のヒンジ機構にかかる負荷を軽減させて遊技機の耐久性を向上させることができる。
【００２４】
　また、可動表示体及び画像表示装置を支持するユニット支持部材が、外本体に対して着
脱可能に取り付けられているので、遊技機の機種を特徴付ける可動表示体と画像表示装置
とを遊技ユニットとしてユニット支持部材で完結させることが可能となり、遊技機の機種
変更や、遊技機つまり遊技ユニットの故障等の際に、ユニット支持部材を着脱するだけで
それらに対して容易に対応することができる。
【００２５】
　手段２：手段１の構成において、
　「前記画像表示装置は、
　前記導光手段が、前記発光手段の配置されていない一辺側へ向かうに従って先細りする
形状とされている」ものであることを特徴とする。
【００２６】
　手段２の構成によると、画像表示装置における導光手段を、発光手段の配置されていな
い一辺側へ向かうに従って先細りする形状（例えば、くさび状）としたものである。つま
り、導光手段を、可動表示体と接近する側の辺に向かうに従って厚さが薄くなるような形
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状としたものである。
【００２７】
　これにより、画像表示装置の厚さが、可動表示体と接近するほど薄くなるので、画像表
示装置の後面と、円筒状の可動表示体の周面とが接触し難くなり、画像表示装置を可動表
示体に対してより接近した位置に配置することができ、上述した作用効果を確実に奏する
ようにすることができる。
【００２８】
　また、導光手段が先細りする形状（例えば、くさび状）となっているので、先細りする
側とは反対側にのみ発光手段が配置されていても、その先細りする傾斜面によって、発光
手段からの光を略均一に画像表示面へ分散反射させることができ、画像表示面全体を良好
に照明することができる。
【００２９】
　なお、導光手段における先細りする側とは反対側に配置された発光手段の光量を、通常
よりも多く（例えば、１．５～３倍）することが望ましく、これにより、通常の画像表示
装置と略同等の明るさで、所定の演出画像を表示させることができる。
【００３０】
　手段３：手段１又は手段２の構成において、
　「前記画像表示装置は、
　少なくとも前記発光手段の配置されていない一辺側とは反対側に配置された該発光手段
が、通常よりも明るく発光する」ものであることを特徴とする。
【００３１】
　ここで、「通常より明るく発光する」としては、「通常の光源よりも光量の大きい光源
によるもの」、「通常の光源を複数配置したもの」、等が挙げられる。
【００３２】
　手段３の構成によると、画像表示装置では、少なくとも発光手段の配置されていない一
辺側とは反対側に配置された発光手段が、通常よりも明るく発光するようにしたものであ
る。
【００３３】
　これにより、少なくとも発光手段が配置されていない一辺側とは反対側の発光手段が、
通常よりも明るく発光するので、発光手段が配置されていない一辺側の分の光量を補うこ
とができ、画像表示装置において発光手段が配置されていない辺があっても、従来と略同
等の明るさで所定の演出画像を表示させて、遊技者の興趣が低下するのを防止することが
できる。
【００３４】
　手段４：手段１から手段３までの何れか一つの構成において、
　「前記画像表示装置は、
　前記ユニット支持部材に対して、扉状に開閉可能に支持されている」ものであることを
特徴とする。
【００３５】
　手段４の構成によると、画像表示装置が、ユニット支持部材に対して、扉状に開閉可能
に支持されているものである。
【００３６】
　これにより、可動表示体や主基板等のユニット支持部材に支持された部材に不具合等が
発生した場合、画像表示装置をユニット支持部材に対して開くことで、可動表示体に接近
して配置された画像表示装置を簡単に遠ざけることができ、ユニット支持部材に支持され
た可動表示体等のメンテナンスを容易にすることができる。
【００３７】
　なお、ユニット支持部材は、外本体内に取付けられる大きさとされており、外本体や扉
形前面部材等と比較して小型のものとなっているので、このユニット支持部材において、
画像表示装置を開閉可能に支持しても、寸法公差や取付交差等の累積による誤差が、相対
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的に外本体と扉形前面部材との誤差よりも小さくなり、画像表示装置と可動表示体との位
置関係が大きくずれることが無く、可動表示体に対して画像表示装置を問題なく可及的に
接近した位置に配置することができる。
【００３８】
　手段５：手段１から手段４までの何れか一つの構成において、
　「前記ユニット支持部材に支持され、複数の前記可動表示体の回転が停止している時に
、該可動表示体に施された前記図柄帯の図柄を所定個数分の図柄群として視認できるよう
に、前記画像表示手段と協働してその他の図柄を遮蔽する枠状の枠部材を更に具備する」
ものであることを特徴とする。
【００３９】
　ところで、従来よりこの種の遊技機では、図柄変動表示装置の前側の扉形前面部材に枠
状の枠部材が備えられており、この枠部材によって、各可動表示体に施された図柄が所定
数の図柄群として遊技者から視認できるようになっている。この枠部材には、表面に種々
の図柄（絵柄）やキャラクター等が施されており、遊技機の機種を特徴付けられるように
なっている。しかしながら、従来の遊技機では、枠部材が扉形前面部材に備えられている
ので、遊技機の機種を変更する際には、可動表示体等の外本体内に取付けられた遊技ユニ
ットとは別に、扉形前面部材の枠部材も交換しなければならず、手間がかかるものとなっ
ていた。
【００４０】
　手段５の構成によると、遊技機に、ユニット支持部材に支持され、複数の可動表示体の
停止中に図柄を所定個数分の図柄群として視認できるように、画像表示手段と協働してそ
の他の図柄を遮蔽する枠状の枠部材を更に備えるようにしたものである。
【００４１】
　これにより、ユニット支持部材で、枠部材を支持するようにしているので、遊技ユニッ
トを支持するユニット支持部材の着脱と共に、枠部材を遊技機から着脱することができ、
機種変更等の際の手間を簡略化することができる。
【００４２】
　また、可動表示体を支持するユニット支持部材によって枠部材を支持するようにしてい
るので、従来のように、扉形前面部材に枠部材を支持させるようにした場合と比較して、
枠部材と可動表示体との相対的な位置決め精度が高くなり、枠部材を可動表示体のより近
くに配置することができ、特定範囲内以外の図柄を確実に隠蔽して図柄群のみを明確に視
認させることができる他に、枠部材の表面を、枠部材により区画される図柄群や画像表示
装置の画像表示面と連続するような面とすることが可能となり、枠部材を含む装飾デザイ
ンの幅を広げて、遊技者の興趣を高められる遊技機とすることができる。
【００４３】
　手段６：手段５の構成において、
　「前記枠部材は、
　前記ユニット支持部材に対して、前記画像表示装置と共に開閉可能に支持されている」
ものであることを特徴とする。
【００４４】
　手段６の構成によると、枠部材が、ユニット支持部材に対して画像表示装置と共に開閉
可能に支持されているものである。
【００４５】
　これにより、ユニット支持部材に対して画像表示装置を開閉させると、画像表示装置と
共に枠部材が開閉することとなり、可動表示体の前面に配置された枠部材を、可動表示体
から簡単に遠ざけることができ、ユニット支持部材に支持された可動表示体等のメンテナ
ンスを容易にすることができる。
【００４６】
　手段７：手段１から手段６までの何れか一つの構成において、
　「前記扉形前面部材は、
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　前記ユニット支持部材に支持された複数の前記可動表示体と可及的に接近する位置に配
置されると共に、前記透視窓を閉鎖する透明板を更に備え、且つ、
　前記ユニット支持部材は、
　前記可動表示体の表面に対して、直接的及び前記透明板での反射による間接的に照明可
能なＬＥＤを光源とした照明装置を更に支持している」ものであることを特徴とする。
【００４７】
　ところで、従来よりこの種の遊技機では、可動表示体に施された図柄を、遊技者に対し
て明瞭に視認させるようにするために、可動表示体の前方側に蛍光灯や冷陰極管等を光源
とする照明装置を配置して、可動表示体の図柄を照明するようにしていた。そのため、可
動表示体と扉形前面部材との間に照明装置を配置するスペースが必要となり、その分だけ
、扉形前面部材に対して可動表示体が後方へ移動しており、殆どの遊技者が、この種の遊
技機では図柄が施された可動表示体が扉形前面部材に対して奥まった位置に配置されてい
るものであると、認識されている。
【００４８】
　また、従来の遊技機では、可動表示体の図柄の照明装置として、蛍光灯や冷陰極管等の
高電圧を必要とする光源が用いられており、遊技機のメンテナンス等の際に、万が一に感
電した場合、危険性が高いものとなっていた。
【００４９】
　更に、透明板と画像表示面との距離が所定以上あると、前方から透明板と画像表示面と
の間に入った光が、その間で乱反射して透明板が明るくなり、画像表示面に表示された所
定の演出画像が見辛くなる問題がある。
【００５０】
　手段７の構成によると、扉形前面部材に、可動表示体と可及的に接近する位置に配置さ
れると共に、透視窓を閉鎖する透明板を更に備え、且つ、ユニット支持部材に、可動表示
体の表面に対して、直接的及び透明板での反射による間接的に照明可能なＬＥＤを光源と
した照明装置を更に備えるようにしたものである。
【００５１】
　つまり、可動表示体に対して、照明装置からの光を、従来と同様に直接照射すると共に
、透視窓の透明板に反射させて間接照射するようにしており、直接光と間接光とによって
照明装置からの光を、効率よく可動表示体の照明に用いることができる。この際に、透視
窓の透明板が可動表示体に対して可及的に接近した位置に配置されており、透明板で反射
した光の拡散減衰量が少なくなり、可動表示体をより明るく照らすことができる。
【００５２】
　そして、上述したように可動表示体を明るく照明することができ、光源としてＬＥＤを
用いることが可能となるので、発光手段の駆動電圧として、蛍光灯や冷陰極管等のような
高電圧を必要とすることがなくなり、感電した際の危険性を低くして、より安全な遊技機
とすることができる。
【００５３】
　また、照明装置の光源としてＬＥＤを用いているので、従来の蛍光灯や冷陰極管等の光
源と比較して、より小型のものとすることができ、可動表示体の周面を直接照明するため
に可動表示体の前方に配置しても、その突出量を少なくすることができる。つまり、可動
表示体と透明板との間に配置される照明装置を小さくすることができるので、可動表示体
に対して透明板を可及的に接近した位置に配置して、透明板の反射光による間接照明をよ
り明るくすることができる。
【００５４】
　更に、上述したように照明装置を小型化することができ、可動表示体に対して透視窓の
透明板を可及的に接近した位置に配置しており、扉形前面部材と図柄が施された可動表示
体とが可及的に接近することとなるので、これまでの遊技機のように可動表示体が奥まっ
た位置に配置されているような印象ではなく、可動表示体が前方に突出したような印象を
与えることができ、一見して他の遊技機と異なる印象を与えて、遊技者の本遊技機への関
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心を高めることができる。
【００５５】
　また、扉形前面部材の透視窓を閉鎖する透明板が、可動表示体に対して可及的に接近し
た位置に配置されている。つまり、透明板は、画像表示装置の画像表示面に対しても可及
的に接近した位置に配置されているので、透明板と画像表示面との間で光が乱反射するの
を抑制して透明板が明るくなるのを防止することができ、画像表示面に表示された所定の
演出画像が見辛くなるのを防止することができる。
【００５６】
　手段８：手段７の構成において、
　「前記照明装置は、
　前記画像表示装置と共に回動可能に支持されている」ものであることを特徴とする。
【００５７】
　手段８の構成によると、照明装置を、画像表示装置と共にユニット支持部材に回動可能
に支持するようにしたものである。
【００５８】
　これにより、ユニット支持部材に対して画像表示装置を開くと、画像表示装置と共に照
明装置を、図柄の施された可動表示体から遠ざかる位置に移動させることができるので、
可動表示体の前側に配置された照明装置を簡単に移動させることができ、可動表示体や主
基板等のユニット支持部材に支持された部材のメンテナンスを容易にすることができる。
【００５９】
　手段９：手段１から手段８までの何れか一つの遊技機において、
　パチスロ機であることを特徴とする。
　ここで、パチスロ機とは、投入媒体であるメダルを投入し、メダルの投入後、始動用操
作手段（例えば操作レバー）の操作によって、夫々複数の図柄が描かれた複数のリールを
回転させる等して、各リール等によって構成された図柄列を変動表示させるとともに、そ
の後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて各図柄列の変動表示を停
止させる、といった遊技が遊技者によって行われるものである。換言すれば、停止操作機
能付きのスロットマシーンとして捉えることができるものである。なお、所定時間が経過
しても停止用操作手段が操作されない場合には、所定時間経過したことに応じて図柄列の
変動表示を停止させるものであってもよい。そして、各図柄列の変動表示の停止時におい
て、表示された単体の図柄が特定の図柄であったり、各図柄列にて表示された図柄の組合
わせが特定の組合せであったりする等、特定の条件を満たす場合に、満たされた条件に応
じて所定個数のメダルを払出したり、遊技者が多量のメダルを獲得することができる遊技
者に有利な特別有利状態を発生させたりするものである。
【００６０】
　手段９の構成によると、パチスロ機において、上述した手段のいずれかの作用効果を奏
することができる。
【００６１】
　手段１０：手段１から手段８までの何れか一つの遊技機において、
　パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなることを特徴とする。
　ここで、「パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機」とは、複数個（例えば
５個）の遊技球を１単位の投入媒体とし、投入媒体を投入した後、始動用操作手段（例え
ば操作レバー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させるとともに、そ
の後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変動を停止させ
るものである。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない場合には、所
定時間経過したことに応じて図柄列の変動表示を停止させるものであってもよい。そして
、各図柄列の変動表示の停止時において、表示された単体の図柄が特定の図柄であったり
、各図柄列にて表示された図柄の組合わせが特定の組合せであったりする等、特定の条件
を満たす場合に、満たされた条件に応じて所定個数のメダルを払出したり、遊技者が多量
のメダルを獲得することができる遊技者に有利な特別有利状態を発生させたりするもので
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ある。
【００６２】
　手段１０の構成によると、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊技機において
、上述した手段のいずれかの作用効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００６３】
　このように、本発明によれば、可及的に大きな演出画像を表示できるようにすると共に
、可動表示体の図柄と演出画像の両方を略同時に楽しませて興趣が低下するのを防止する
ことが可能な遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
　以下に本発明の実施の形態を遊技機たるスロットマシンを例に図面を参照しつつ説明す
る。なお、図１はスロットマシンの分解斜視図、図２は扉形前面部材を省略した状態を示
すスロットマシンの分解斜視図、図３はスロットマシンの斜視図、図４は扉形前面部材を
省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図、図５は図４のＺ１部拡大図、図６はコネ
クタホルダーを移動させた状態を示す図４のＺ１部拡大図、図７は扉形前面部材を省略し
た状態を示すスロットマシンの横断面図、図８（ａ）は図７のＺ２部拡大図、図８（ｂ）
はコネクタホルダーを移動させた状態を示す図７のＺ２部拡大図、図９は図８（ａ）の要
部を示す拡大図、図１０は背板側を示すスロットマシン要部の横断面図、図１１はケース
部材の分解斜視図、図１２はケース部材を後ろから見た斜視図、図１３（ａ），（ｂ）は
コネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部の斜視図、図１４は配線中継
部材の分解斜視図、図１５は配線中継部材のカバー体を省略した正面図、図１６－１，図
１６－２はコネクタホルダーの分解斜視図、図１７はケース部材を止めるストッパーの斜
視図、図１８は他の形態を示すストッパーの斜視図、図１９，図２０はケース部材のガイ
ド構造を示す要部の断面図、図２１は把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視
図、図２２はケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図、図２３は
配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図、図２４はスロットマシ
ン上部の縦断面図、図２５はメダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜
視図、図２６は図２５の分解斜視図、図２７はスロットマシンの裏側から放熱口を見た背
面図、図２８は電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図、図２９は電源装置
を下から見上げた状態を示す斜視図、図３０は他の形態を示すもので外本体の側板と電源
装置の要部断面図、図３１は他の形態を示す照明装置の概略断面図、図３２は透明板と発
光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図、図３３は透明板を分解して示す扉形前
面部材の斜視図、図３４は透明板を装着した扉形前面部材の図３２Ａ－Ａ線相当断面図、
図３５はヒンジ金具の分解・組み立て斜視図、図３６はヒンジ金具の連鎖を示す線図、図
３７は扉形前面部材を示す要部の横断平面図、図３８は開く途中の扉形前面部材を示す要
部の横断平面図、図３９は扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図、図４０は他
のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図、図４１は図４０の扉形前面部材
の開く途中を示す要部の横断平面図である。
【００６５】
　また、図４２はケース部材に固定された主基板ボックスを拡大して示す正面図、図４３
は固定された主基板ボックスが判るようにケース部材の一部を切欠いて示すと共に、カバ
ー部材を拡大して示す斜視図、図４４はカバー部材を単品で示す斜視図、図４５はケース
部材に主基板ボックスが固定された状態でカバー部材を閉じた状態と開いた状態とを示す
斜視図、図４６はカバー部材の開閉を説明するための断面図である。
【００６６】
　本発明のスロットマシン１は、前面が開口する箱形の外本体１００と、該外本体１００
の前面に回転軸１００ａをもって横開きの扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材２０
０と、複数の図柄を駆動手段で変動させる図柄変動表示装置３００と、前記外本体１００
に対し着脱自在であって前面に開口部４０１を有するケース部材４００と、任意の画像を
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表示する画像表示体５００と、を有する。
【００６７】
［外本体］
　外本体１００は、図１～図４に示したように底板１０１の左右に側板１０２，１０２を
取着すると共に該側板１０２，１０２の頂部に天板１０３を設置して正面視縦長「口」字
形の枠状となし、その枠の背に背板１０４を固着して前面のみ開口する箱形に形成してな
る。前記左右の側板１０２，１０２は前縁が後傾状態に僅かに傾斜する台形になっており
、従って外本体１００の開口は後傾状態の傾きを有する。また、前記天板１０３には、遊
技機設置島（図示せず）に設置した状態で該遊技機設置島の上桟６００（図２４想像線参
照）と対向する領域内に複数（実施形態では４個）の貫通孔１３２，１３２．．．が穿設
されている。
【００６８】
［外本体－仕切板］
　外本体１００内には高さのほぼ中央に棚板状の仕切板１０５が設けられている。該仕切
板１０５は金属製であって、図１，図２に示したように中央に突段部１０６を有する正面
視略凸形であり、両端に形成した垂直な取付片１０７を外本体１００の側板１０２，１０
２内面に固着し、また、後端に形成した垂直な取付片１０８を外本体１００の背板１０４
内面に固着して取り付けられる。なお、仕切板１０５の後端の取付片１０８にはバーリン
グ加工（下孔の孔径をポンチで広げながら短筒状の突起を立ち上げる金属加工）による筒
状突起（図示せず）が形成されており、該筒状突起を外本体１００の背板１０４にプレ加
工した小孔（図示せず）に打ち込んで位置決めされる。また、仕切板１０５の両横の最奥
部には外本体１００の背板１０４との間に配線用の開口１０９が形成されている。
【００６９】
［外本体－仕切板－下スペース］
　外本体１００内の前記仕切板１０５より下のスペースには、遊技媒体たるメダルを前記
扉形前面部材２００の前面下部にあるメダル用受皿２０１に放出するメダル放出装置１１
０と、メダル放出装置１１０からオーバーフローするメダルを貯めるメダル用補助収納箱
１１１と、電源装置１１２等が設けられている。
【００７０】
［外本体－仕切板－下スペース－メダル放出装置］
　前記メダル放出装置１１０は、駆動手段を内蔵した装置本体１１０ａにメダル貯留用の
ホッパ１１０ｂを取り付けたものであり、装置本体１１０ａの前面にメダルの放出口１１
０ｃが設けられていて、ホッパ１１０ｂ内にあるメダルが前記駆動手段の作動により放出
口１１０ｃに向けて１枚ずつ送り出される。また、ホッパ１１０ｂには溢れたメダルを排
出させるオーバーフロー樋１１０ｄが設けてあり、そのオーバーフロー樋１１０ｄの突端
下方に前記したメダル用補助収納箱１１１が臨む。なお、メダル放出装置１１０のメダル
放出機構は、現在公知のどのようなものを採用してもよく、よって詳細な説明を省略する
。
【００７１】
［外本体－仕切板－下スペース－電源装置］
　前記電源装置１１２は、図２５～図２９に示したように、外本体１００の底板１０１と
、正面向かって左側の側板１０２と、背板１０４の三部材が直交する内側コーナー部分に
取り付けられている。電源装置１１２は、前記メダル放出装置１１０等の電気部品に電気
を供給するためのものであって発熱しやすい部品であり、従って外本体１００の背板１０
４には電源装置１１２の取付部位に放熱口１０４ａが開設されている。
【００７２】
　電源装置１１２の装置ケース１１２ａは、透明な合成樹脂で形成されている。こうする
ことにより装置ケース１１２ａの内部が見えるから、電源装置１１２の基板１１２ｓ（図
２９参照）等に対する不正工作の発見が容易になる。
　装置ケース１１２ａは、上面をカバーする上面板１１２ｂと、外本体１００の背板１０
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４に対向する後面板１１２ｃと、該後面板１１２ｃの反対側をカバーする正面板１１２ｄ
と、スロットマシン１の内部に向かう側をカバーする側面板１１２ｅと、上面板１１２ｂ
と側面板１１２ｅの境界部分を面取り形態にカバーする斜面板１１２ｆと、底部をカバー
する底面板１１２ｒ（図２９参照）で形成されている。一方、装置ケース１１２ａの、外
本体１００の側板１０２に対向する側の面はカバーされておらず開放状態にあるが、この
開放面は外本体１００に取り付けた状態で外本体１００の側板１０２によって塞がれる。
　なお、外本体１００の側板１０２には図２５，図２６に示したように凸面部１０２ａを
設けて段状のガード部１０２ｂを形成し、該ガード部１０２ｂの下に装置ケース１１２ａ
の上面板１１２ｂの一側を潜り込ませる仕様になっている。これにより装置ケース１１２
ａの一面をカバーしなくてもガード部１０２ｂによって装置ケース１１２ａと側板１０２
の継ぎ目が塞がれるから異物の差込みが行えない。図３０は前記ガード部１０２ｂを溝状
にした他の実施形態を示すものであり、この例では装置ケース１１２の上面板１１２ｂの
縁を側板１０２側に若干突出させてその先をガード部１０２ｂの溝に嵌め込むようになっ
ている。
　このように電源装置１１２の装置ケース１１２ａにおいて、外本体１００の側板１０２
に当接する側の面をカバー無しの開放構造にして使用時に前記側板１０２で塞がるように
した場合は、装置ケース１１２ａ内への基板１１２ｓ等の組み込みが開放面を使って行い
易く、また、装置ケース１１２ａに基板１１２ｓ等を組み込んだ後の開放面へのカバー付
けが不要であるから作業性が向上する。
【００７３】
　前記装置ケース１１２ａの上面板１１２ｂ、側面板１１２ｅ、斜面板１１２ｆ、後面板
１１２ｃ、底面板１１２ｒには多数の通気孔１１２ｇ，１１２ｇ．．．が形成されていて
内部に熱がこもらないようになっている。装置ケース１１２ａは、底部に設けた脚部１１
２ｈ，１１２ｈ．．．によって高床式に持ち上げられており、装置ケース１１２ａの底面
板１１２ｒと外本体１００の底板１０１の間に通気空間１１２ｉが形成されている。従っ
て、通気空間１１２ｉから底面板１１２ｒの通気孔１１２ｇ，１１２ｇ．．．を通って低
層の比較的冷たい空気が装置ケース１１２ａ内に導入できる。実施形態の通気空間１１２
ｉは、外本体１００の前記放熱口１０４ａに連通するようになっているため、機裏の冷た
い空気を通気空間１１２ｉに導入することができる。なお、装置ケース１１２ａの後面板
１１２ｃと底面板１１２ｒの境界部に前記通気空間１１２ｉを嵩上げする逆Ｌ字形の段部
１１２ｊ（図２９参照）を形成すれば、脚部１１２ｈの高さと放熱口１０４ａの高さにズ
レがあっても通気空間１１２ｉを放熱口１０４ａに連通させることができる。
【００７４】
［外本体－仕切板－下スペース－電源装置－固定］
　電源装置１１２は、装置ケース１１２ａの正面板１１２ｄの一側辺に対して直角である
取付片１１２ｋと、装置ケース１１２ａの後面板１１２ｃから外本体１００の背板１０４
に向けて突設した突部１１２ｍと、外本体１００の背板１０４に開設した放熱口１０４ａ
と、の組合せにより外本体１００に固定される。
【００７５】
　すなわち、放熱口１０４ａの輪郭は装置ケース１１２ａの後面板１１２ｃの輪郭より小
さく形成されており、従って電源装置１１２は外本体１００の背板１０４に当たって放熱
口１０４ａを通らない。また、装置ケース１１２ａの後面板１１２ｃに突設した突部１１
２ｍは、前記放熱口１０４ａに内接する位置にあり、電源装置１１２の浮き上がり動作に
抗すべく放熱口１０４ａの上辺に内接する水平な突片１１２ｍ－１と、電源装置１１２の
横転動作に抗すべく放熱口１０４ａの縦辺に内接する垂直な突片１１２ｍ－２で構成され
る。従って、電源装置１１２を外本体１００の側板１０２の内面に沿わせて押し込み、放
熱口１０４ａに突部１１２ｍを差し込むだけで、装置ケース１１２ａの後面（奥側）の上
方向（浮き上がり）と図２５において右方向（横転）への固定が完了する。もちろん電源
装置１１２は、下方向に対しては外本体１００の底板１０１によって、また、図２５にお
いて左方向に対しては外本体１００の側板１０２によってその動きが規制されるため、放
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熱口１０４ａに突部１１２ｍを嵌め込むだけの単純な操作で、手前に引っ張る方向以外に
ついて電源装置１１２の動きが完全に規制できる。
　一方、正面板１１２ｄに突設した取付片１１２ｋにはビス用の透孔１１２ｐが複数穿設
されており、該透孔１１２ｐの少なくとも１個に木ねじ１１２ｑを通して外本体１００の
側板１０２に固定する。これにより手前に引っ張る方向についても電源装置１１２の動き
が規制されるため、１本の木ねじ１１２ｑで外本体１００への電源装置１１２の確実な固
定が可能である。
【００７６】
［外本体－仕切板－下スペース－電源装置－電源コード］
　電源装置１１２には外部から電気の供給を受けるための電源コード（図示せず）が接続
されている。そして、従来は前記放熱口１０４ａの横に膨出部を設けてそこから前記電源
コードを引き出すようにしていたが、この位置では電源コードを束ねても地面にすれる危
険性が高い。スロットマシン１は、製造途中で電源を投入する場合があり、そのときに備
えて外本体１００の外に電源コードを出しておかなければならないから、製造ライン上で
の移動の際やライン間での移動の際に電源コードが地面にすれたりスロットマシン１の底
板１０１の下に入って挟まるおそれがある。
　これに対し実施形態の放熱口１０４ａは、その上辺から上に向けてコード引出口１０４
ｂを拡張し、そこから電源コードを引き出すようにしている。これにより束ねた電源コー
ドを宙づり状態にぶら下げるに十分な高さが確保できる。よってスロットマシン１を製造
する工程で誤って電源コードを傷めてしまうトラブルが激減する。
【００７７】
　以上のように本発明のスロットマシン１は、電源装置１１２を外本体１００の内側コー
ナー部分にセットして１本の木ねじ１１２ｑをねじ込むだけで取り付けが完了するため、
従来に比べて電源装置１１２の取付作業の大幅な省力化が可能である。また、本発明では
、１つの面に対してネジ止めすれば固定が完了するので、特に、固定する部位を電源装置
１１２の前方（手前）に持ってきた場合は視認しやすく、確実に固定できる。ちなみに、
従来は電源装置１１２の複数の面或は部材に対してネジ止めする必要があり、特に、背板
１０４に固定するネジは視認しにくいため忘れる可能性があった。
　また、放熱口１０４ａは、電源装置１１２の冷却手段として必要なものであるから、こ
の放熱口１０４ａを電源装置１１２の固定に利用しても余分な工程やコストは殆ど発生し
ない。却って、固定のために放熱口１０４ａの位置と電源装置１１２の位置を一致させる
ことになるから冷却効率が向上する。加えて、装置ケース１１２ａを実施形態のごとく合
成樹脂製にした場合には、取付用の突部１１２ｍも一体成形できるため殆どコストが掛か
らない。よって電源装置１１２の取り付けに要するトータルのコストも従来に比べて削減
できる。
　さらにまた、装置ケース１１２ａを合成樹脂製にした場合には、電源装置１１２の発熱
対策として有用な装置ケース１１２ａの脚部１１２ｈや段部１１２ｊも殆どコストを掛け
ずに実施できるメリットがある。
【００７８】
［外本体－仕切板－上スペース］
　一方、外本体１００内の仕切板１０５より上のスペースには前記ケース部材４００が納
められ、また、外本体１００の背板１０４の内面には後述する配線手段の中核となる配線
中継部材１１３が取り付けられ（図１，図２参照）、さらに背板１０４には配線中継部材
１１３より上方に放熱用の通気口１３３が形成されている。
【００７９】
［扉形前面部材］
　図３に扉形前面部材２００の表側が、また、図１に扉形前面部材２００の裏側が示され
ている。扉形前面部材２００は、表側の下方にメダル用受皿２０１を有し、また、表側の
ほぼ中央に操作部２０２が設けられている。この操作部２０２には、メダル投入用の投入
口２０３と、後述する主基板４５０（図４６参照）のメモリーにデータとして蓄えられて
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いるメダルから１枚のみの投入（引き落とし）を指示する１枚投入ボタン２０５と、同じ
く１回のゲームで使用可能な最高枚数（例えば３枚）の投入を指示するＭＡＸ投入ボタン
２０６と、後述するメダルセレクタ２０７の中に詰まったメダルをメダル用受皿２０１に
戻すためのメダル返却ボタン２０８と、主基板４５０のメモリーにデータとして蓄えられ
ているメダルの貯留解除命令（精算による放出命令）を入力するための貯留解除スイッチ
２０９と、前記図柄変動表示装置３００を作動させる始動レバー２１０と、図柄変動表示
装置３００の各リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ（本発明の可動表示体に相当する）
を停止させる３個のリール停止ボタン２１１ａ，２１１ｂ，２１１ｃ等が設けられている
。もちろんここに示した操作部２０２の構成は１つの例示であり、これらに限定されるも
のではない。
【００８０】
　また、前記投入口２０３の裏側にはメダルセレクタ２０７が設けられており、そのメダ
ルセレクタ２０７の横にメダル樋２１２が、また、下に返却樋２１３が接続している。メ
ダルセレクタ２０７は内蔵したソレノイド（図示せず）をＯＮ・ＯＦＦさせることによっ
て流路を切り替える公知のものであり、遊技者からのメダルの投入を待つ遊技状態のとき
には流路をメダル樋２１２側に、また、規定枚数を超えたメダルの投入など、メダルの投
入を拒否する遊技状態のときには流路を返却樋２１３側に設定する。前記メダル樋２１２
は、扉形前面部材２００が外本体１００の前面に被さる閉じ位置にあるときその突端がメ
ダル放出装置１１０のホッパ１１０ｂ内に臨むようになっており、投入口２０３からメダ
ルセレクタ２０７を通ってメダル樋２１２に流れたメダルはホッパ１１０ｂに行き着く。
一方、前記返却樋２１３は表側のメダル用受皿２０１に繋がっており、投入口２０３から
メダルセレクタ２０７を通って返却樋２１３に流れたメダルはメダル用受皿２０１に戻る
。
【００８１】
［扉形前面部材－透視窓］
　扉形前面部材２００は、外本体１００の前面全体をカバーする大きさであって、その上
半部は、図３２，図３３に示したように、透明板２１４ａで覆ったゲーム用の透視窓２１
４になっている。実施形態の透視窓２１４並びに透明板２１４ａは、前記画像表示体５０
０と図柄変動表示装置３００が上下に並んで見えるよう通常より大きくなっており、扉形
前面部材２００と一体の額フレーム２１６によって画像表示体５００と図柄変動表示装置
３００の領域が視覚上、上下に区画されている。このように一枚の透明板２１４ａを、画
像表示体５００と図柄変動表示装置３００の双方をカバーする大きさに設定しておけば、
画像表示体５００と図柄変動表示装置３００の配置が上下入れ替わっても、そのまま使用
することができる。
【００８２】
［扉形前面部材－透視窓－透明板］
　透明板２１４ａは、透明な合成樹脂（例えば耐衝撃性、耐擦傷性、光学特性に優れたゴ
ム入りのメタクリル樹脂、実施形態では三菱レイヨン株式会社製「アクリペット（登録商
標）ＩＲ　Ｄ３０」を使用）をほぼ逆さ台形にした上広がりの形態であって、底辺を除く
三辺（左右側辺と上辺）の周縁に、遊技者と向かい合う側を前面としてその前面側に膨出
する縁部材２１４ｂ，２１４ｂ，２１４ｂを、樹脂成型用型枠を用いての樹脂成型時に一
体成型してなる。このように平らな板状の透明板２１４ａの周縁に縁部材２１４ｂを一体
に成型した場合には、縁部材２１４ｂが補強バーになって透明板２１４ａ全体の強度を高
めるため、透明板２１４ａが上記のように画像表示体５００と図柄変動表示装置３００の
双方をカバーする程度に大きくても撓みや歪みが生じにくい。
【００８３】
　前記縁部材２１４ｂは、図３４に示したように、後面側に開口する殻構造（中実でなく
、内部に空間がある殻のような構造であり、各部の肉厚は任意である。）になっており、
その内部空間に発光ユニット２１７と、必要に応じて例えば表面に模様や文字を施した装
飾部材（図示せず）が組み込まれる。
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　なお、図３３では、発光ユニット２１７が扉形前面部材２００に取り付けられているよ
うに描かれているが、実際の発光ユニット２１７は、図３４に示したように縁部材２１４
ｂの中に嵌め込まれている。従って、透明板２１４ａと発光ユニット２１７は、一体の部
品として取り扱われる。
　縁部材２１４ｂの形状は図示したものに限定されず、発光ユニット２１７や装飾部材の
デザインに合わせて任意に変更可能である。また、縁部材２１４ｂを設ける部位も実施形
態のように透明板２１４ａの周縁の三辺に限定されず、最低限、何れかの一辺に設けるだ
けでもよい。
【００８４】
　その他、図３２，図３３において符号２１８は、透明板２１４ａの上の左右コーナー部
分に設けた固定部材であって、透明板２１４ａの裏側から透孔２１４ｃ（図３２拡大図参
照）に通したビス（図示せず）により、縁部材２１４ｂと縁部材２１４ｂの間に嵌った図
３３の状態で止められている。該固定部材２１８は、外見上コーナー飾りとしての役割を
果たす一方、扉形前面部材２００と透明板２１４ａの夫々の上のコーナー部分に設けた通
孔２００ａ，２１４ｄ（図３２拡大図参照）に対し扉形前面部材２００の裏側から通した
ビス（図示せず）に螺合し、もって透明板２１４ａを扉形前面部材２００に固定するナッ
ト的な役割を果たす。
【００８５】
　また、図３２～図３４において、符号２１７ａは発光ユニット２１７の発光体、２１７
ｂは発光体２１７ａを支持する反射部材である。
　左右に位置する発光ユニット２１７の反射部材２１７ｂは、図３４に示したように、棒
状の発光体２１７ａの光をスロットマシン１の周囲に向けて多く反射するように角度が設
定されている。なお、透明板２１４ａの縁部材２１４ｂの内部に発光ユニット２１７を組
み込んだ形態は、発光体２１７ａをスロットマシン１の、より手前側に配置することがで
きるから、あたかも岬の突端にある灯台のごとく、光を周囲に向けて放射させる場合に有
利である。
　また、上に位置する発光ユニット２１７の反射部材２１７ｂは、発光体２１７ａ（光源
２１７ａ－１と導光板２１７ａ－２の組合せ）の光をスロットマシン１の上方に向けて多
く反射するように設定されている。
【００８６】
　以上の構成である発光ユニット２１７は、遊技中、特に大当たりが出た場合などに点灯
して大当たりの発生を周囲にアピールする演出を行うことができる。このように周囲に対
しアピール度の高い演出を行うことによって、大当りを得た遊技者に注目させることがで
き、多くの者の視線が遊技者に優越感を抱かせるから、遊技がさらに盛り上がる。また、
大当たりが出ていることを周囲にアピールすることにより、その機種の人気が高まり、稼
働率が向上することも期待される。
【００８７】
　実施形態の透明板２１４ａは以上のような構成であって、扉形前面部材２００の裏側に
設けた凹溝２１９（図３３拡大図参照）に対し、板状の底辺を扉形前面部材２００の前面
から斜めに差し入れて建具式に嵌め込み、その状態で透明板２１４ａを直立させて扉形前
面部材２００の前面に全ての縁部材２１４ｂ，２１４ｂ，２１４ｂを当接させ、さらに扉
形前面部材２００の裏から通したビス６０３（図１参照）によって固定する。図３４は、
このときの扉形前面部材２００の要部を切断したものであり、この図３４から明らかなよ
うに、もし仮に、遊技者が扉形前面部材２００と縁部材２１４ｂの境から異物を無理矢理
差し込んだとしても、その異物の先が縁部材２１４ｂの内部を横断して透明板２１４ａの
裏側に到達する余地は殆どない。従って、優れた防犯効果を発揮する。
【００８８】
［扉形前面部材－錠装置］
　扉形前面部材２００の自由端側の一側には専用キー（図示せず）を使って開閉操作する
錠装置２１５が設けてある。



(16) JP 2008-212496 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

【００８９】
［図柄変動表示装置］
　図柄変動表示装置３００はリール回転式表示装置であって、モータ等の駆動手段３０３
で個別に回転可能な例えば３個のリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと、該リール３０
１ａ，３０１ｂ，３０１ｃを組込み・収容する装置ケース３０２とを有し、リール３０１
ａ，３０１ｂ，３０１ｃの周面に描いた複数の図柄（図示せず）の組合せで遊技を行う周
知のものである。
【００９０】
　前記装置ケース３０２は、あたかも横倒しにした八角柱から正面（遊技者）に向かう３
面を除いた変形六角柱形態であって、底部板３０４と、天部板３０５と、図１１において
向かって右側の右側板３０６と、同じく左側の左側板３０７と、後面を覆う垂直な後部板
３０８と、天部板３０５と後部板３０８の間に設けた上斜板３０９と、底部板３０４と後
部板３０８の間に設けた下斜板３１０で囲った箱形であり、前記リール３０１ａ，３０１
ｂ，３０１ｃの円弧の一部が装置ケース３０２の正面からはみ出す状態になっている。
【００９１】
　また、装置ケース３０２の天部板３０５には指掛可能な使用状態と、天部板３０５に伏
した不使用状態とに変化可能な把手３１１が設けられており、該把手３１１に指を掛けて
持ち運ぶようになっている。
　このように装置ケース３０２の天部板３０５に上記のごとく変化可能な把手３１１を設
ける構成は、ケース部材４００の強度アップ策と密接に関連する。
　すなわち、実施形態では後述するようにケース部材４００の開口部４０１に補強桟４０
２を設け、もってケース部材４００の開口部４０１に画像表示体５００を片持ちさせるに
十分な強度を付与しているが、そのような補強桟４０２は開口部４０１を横切るから装置
ケース３０２のケース部材４００への出し入れに対し、明らかに障害となる。これに対し
実施形態のように把手３１１を変化可能にして天部板３０５に伏させておけば、把手３１
１の出っ張りがなくなるから、装置ケース３０２が補強桟４０２の下を難なく通過できる
のである。従って、装置ケース３０２の天部板３０５に上記のように変化可能な把手３１
１を設けてこそ、ケース部材４００の開口部４０１に該開口部４０１を横切る向きの補強
桟４０２を設けることが可能になる。
　ちなみに、従来の装置ケースは、天部板から把手が出っ張ていてそれが障害になるため
、ケース部材の開口部に補強桟を設ける余地がない。
【００９２】
　なお、実施形態の把手３１１は、立てた使用状態と伏した不使用状態とに揺動して変化
させる構造としたが、把手３１１を使用状態と不使用状態とに変化させ得る構造は、実施
形態に限定されない。例えば図２１に示したように、天部板３０５に２つのベルト通し３
１４，３１４を切り起こし、該ベルト通し３１４，３１４に例えば合成樹脂や革製であっ
て両端に抜け止め部３１５，３１５を設けてなる帯状の把手３１１を挿通し、図２１の伏
した不使用状態から中央を引き上げて指掛可能な使用状態に変化させる構造にするなど、
指掛可能な使用状態と、天板部３０５に伏した不使用状態とに変化可能であれば、どのよ
うな構造であってもよい。
　また、実施形態の装置ケース３０２の底部板３０４には図４，図１１に示したようにフ
ランジ状の下把手３１６が突設されており、該下把手３１６をつかんで装置ケース３０２
を押し込み又は引っ張ることにより、ケース部材４００への出し入れが行い易くなってい
る。
【００９３】
［ケース部材］
　ケース部材４００は、前記外本体１００の仕切板１０５から上のスペースにほぼ合致す
る大きさであって、底板４０３と、該底板４０３の左右両横に立設した側板４０４，４０
４と、底板４０３の後縁に立設した後面板４０５と、該後面板４０５と前記側板４０４，
４０４の上面を覆う天板４０６とからなり、前面に開口部４０１を有する箱形である。
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【００９４】
　該ケース部材４００は、底板４０３が金属製で、側板４０４，４０４、後面板４０５、
天板４０６が合成樹脂製であり、側板４０４，４０４と天板４０６の開口部４０１内面に
金属製の補強部材４０７，４０７，４０７が設けられ、さらに側板４０４，４０４の補強
部材４０７，４０７の間に開口部４０１を横切る金属製の補強桟４０２が掛け渡されてい
る。
　そして、この補強桟４０２を境にそれより下が前記図柄変動表示装置３００の設置領域
として、また、補強桟４０２より上の開口部４０１が前記画像表示体５００の設置領域と
して、さらにまた、画像表示体５００より後方のケース部材４００で囲われた領域が配線
作業空間４０８として割り当てられ、その配線作業空間４０８の後面板４０５の内壁面に
、主たる制御基板である主基板４５０が装着され、さらに主基板４５０以外の制御基板等
（例えばサブ基板）も配線作業空間４０８内に装着されている。
【００９５】
　ケース部材４００の天板４０６には、図１に示したように天窓部４４３，４４３が形成
されている。この天窓部４４３，４４３は、天板４０６の強度を保つための補強帯４４４
を挟んで２つに分けられており、その夫々が前記外本体１００の貫通孔１３２，１３２．
．．を通る軸線との交点を含む領域にあり、該貫通孔１３２，１３２．．．より十分に広
く開口している。もっとも天窓部４４３の前側の周縁は前側に位置する貫通孔１３２の近
くに寄せられている。そうすることにより天窓部４４３の周縁を基準として手探りで貫通
孔１３２が見つけ出せるから、たとえ天窓部４４３の中を作業者が覗き込めなくとも貫通
孔１３２の位置が素早く簡単に割り出せる。
【００９６】
　ケース部材４００の後面板４０５の外面には図２，図５，図６，図１２に示したように
複数のボス４１０，４１０が突設されており、該ボス４１０を外本体１００の背板１０４
にプレ加工したボス孔１１４，１１４に嵌めて位置決めされる。なお、このボス４１０，
４１０は、図２，図５に示したように後述する配線窓４１１近くに設けられており、一方
、外本体１００側のボス孔１１４，１１４は前記配線中継部材１１３近くに設けられてお
り、これによりケース部材４００の配線窓４１１と背板１０４の配線中継部材１１３の位
置決めが正確になる。
【００９７】
　一方、ケース部材４００の底板４０３の底面には、図２に示したように凹段部４１２が
形成されており、該凹段部４１２が前記仕切板１０５の突段部１０６に嵌まり合う。凹段
部４１２の後面板４０５側の端部には後方に向かって拡大する向きのテーパ部４１３が設
けてあり、該テーパ部４１３に案内され仕切板１０５の突段部１０６とケース部材４００
の凹段部４１２との嵌め合わせが円滑に行える。このようにケース部材４００の凹段部４
１２と仕切板１０５の突段部１０６の嵌め合いによってケース部材４００が仕切板１０５
の奥に真っ直ぐに案内されるが、例えば図１９に示したように仕切板１０５に凹溝形態の
レール部材１１５を敷設又は一体にプレス成形し、一方、ケース部材４００の底板４０３
に車輪４１４を設置し、該車輪４１４をレール部材１１５の溝内で転がらせるようにして
もよい。或は、図２０に示したように仕切板１０５に凸形態のレール部材１１６を敷設又
は一体にプレス成形し、一方、ケース部材４００の前記車輪４１４の両端に鍔４１５，４
１５を形成し、該車輪４１４の鍔４１５，４１５でレール部材１１６を挟ませるようにし
てもよい。
【００９８】
　また、ケース部材４００は、仕切板１０５上の所定の位置にセットした状態で、図１，
図２，図１７，図２２に示した揺動レバー形態のストッパー１１７，１１７，１１７で止
められている。このストッパー１１７は、図１，図２に示したように仕切板１０５の前端
部と、天板１０３に垂設した２つの取付具１１８，１１８とに軸着されており、図１７実
線のようにケース部材４００の一部に係合する作動姿勢と、図１７想像線のようにケース
部材４００に係合しない非作動姿勢とを手動で切り替えてケース部材４００の仕切板１０
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５上における前方向の動きを規制する。
　なお、ストッパー１１７を図１８に示したように鍵形にしてケース部材４００に設けた
引掛部４１６に係合させるようにすれば、ケース部材４００の仕切板１０５上における上
方向の動きも規制することができる。
　また、天板１０３の取付具１１８に軸着したストッパー１１７は、図２２に示したよう
にケース部材４００の側板４０４と天板４０６のコーナー部に貫設した係止孔４４２に臨
む位置にあり、ケース部材４００を所定の位置に押し込んだ状態でケース部材４００の内
側から作動姿勢と非作動姿勢の切り替えが行えるようになっている。
【００９９】
　また、ケース部材４００の後面板４０５には外本体１００の背板１０４側に貫通する長
孔形態の配線窓４１１が開設されている。該配線窓４１１は、図４，図５，図２３に示し
たようにケース部材４００に設置した図柄変動表示装置３００の装置ケース３０２の上斜
板３０９に対応し且つ主基板４５０が封入された主基板ボックス４０９の下側の位置にあ
り、上斜板３０９の上にある横長の空きスペース４１７（或は上斜板３０９と主基板ボッ
クス４０９の間に形成される横長の三角スペース４１７と観念してもよい。）と背板１０
４を結ぶ開口として機能する。
【０１００】
　また、ケース部材４００には図５，図１２に示したように空きスペース４１７の高さの
ほぼ中間位置に棚板状の仮止め部材４１８（以下「仮止め棚」ともいう。）が設けられて
おり、また、後面板４０５の外側であって配線窓４１１の両横にケース部材４００の左右
側面に抜ける配線通路たる凹み４１９，４１９が形成されている。
【０１０１】
　なお、前記配線窓４１１の配置を、図柄変動表示装置３００のリール３０１ａ，３０１
ｂ，３０１ｃを基準に特定するならば、配線窓４１１は、図２３に示したように図柄変動
表示装置３００のリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの回転中心を通る水平面ＨＬと、
リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの最高高さ位置を通る水平面ＨＨとの間の範囲を下
限とする状態、つまりその範囲内に下辺を置く高さに配置したものである、と言い換える
こともできる。
【０１０２】
［画像表示体］
　画像表示体５００は、例えば、少なくとも液晶ディスプレイ（他にもプラズマディスプ
レイや有機ＥＬディスプレイ等でもよい。）で構成される画像表示可能なパネル形のユニ
ットであり、図１１においてケース部材４００の左側の側板４０４に設けた補強部材４０
７にヒンジ金具４２０を取り付けて（取付位置は図１１斜線部参照）、該ヒンジ金具４２
０により回動自在に支持されている。なお、詳細については、後述する。
【０１０３】
［画像表示体－ヒンジ金具］
　図３５は、ヒンジ金具４２０の分解・組み立て斜視図である。なお、ヒンジ金具４２０
は、上下が対称な構造であるため、主として上部について説明する。
　ヒンジ金具４２０は、前記ケース部材４００の補強部材４０７に取り付く固定部材４２
０ａと、前記画像表示体５００の裏側（図３５の破線領域５００ｓ参照）に取り付く回動
部材４２０ｂと、該回動部材４２０ｂと固定部材４２０ａを連結する短リンク４２０ｃ及
び長リンク４２０ｄで構成される。
【０１０４】
　ヒンジ金具４２０の固定部材４２０ａは、棚板形態である横向きの固定片４２０ｅを有
し、該固定片４２０ｅの上面に長リンク４２０ｄの一端をピンＰ１で、また、固定片４２
０ｅの下面に短リンク４２０ｃの一端をピンＰ２で回動自在に軸着する。
　一方、ヒンジ金具４２０の回動部材４２０ｂは、棚板形態である横向きの軸承片４２０
ｆを有し、該軸承片４２０ｆの上面に長リンク４２０ｄの一端をピンＰ３で、また、軸承
片４２０ｆの下面に短リンク４２０ｃの一端をピンＰ４で回動自在に軸着する。
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　こうして固定片４２０ｅと軸承片４２０ｆと長リンク４２０ｄと短リンク４２０ｃ及び
ピンＰ１～Ｐ４は、図３６の線図に示したように四節回転連鎖を構成し、その連鎖の中で
も特に、最短リンクである軸承片４２０ｆに向かい合う固定片４２０ｅを固定リンクとす
る、いわゆる両てこ機構を構成する。この両てこ機構は、図３６（ａ）～（ｃ）に示した
ように、画像表示体５００の回動軌道を、扉形前面部材２００の回転軸１００ａを中心と
する回動軌道に近似させるべく、それぞれのピン位置が設定されている。
【０１０５】
　なお、長リンク４２０ｄと短リンク４２０ｃは、画像表示体５００がほぼ９０度回動し
た（開いた）状態で上下に重なり合うように重合領域４２０ｇ，４２０ｈが設定されてお
り（例えば長リンク４２０ｄの重合領域４２０ｇを三角形に膨出させて短リンク４２０ｃ
の重合領域４２０ｈに重なるようにする。）、その重合領域４２０ｇ，４２０ｈの夫々に
ピン孔４２０ｉ，４２０ｊが形成されている。このピン孔４２０ｉ，４２０ｊは、両者を
同軸上に揃えて棒状の止めピン（図示せず）を差し込むことにより長リンク４２０ｄと短
リンク４２０ｃを連結し、もって両てこ機構をロックして画像表示体５００を開いた位置
に固定するためのものである。
【０１０６】
［画像表示体－ロック片］
　図１１，図１２に示したように、ケース部材４００の縦の補強部材４０７のうち前記ヒ
ンジ金具４２０を設けた補強部材４０７の反対側の補強部材４０７（図１１において向か
って右側）にはロック片４２１が軸着されており、該ロック片４２１を図１１の状態から
時計回りに回動させるとその先端が画像表示体５００の裏側に突設した受部５０８に係合
し、この状態で画像表示体５００がケース部材４００の開口部４０１の上部を閉じた位置
にロックされる。一方、前記ロック片４２１をロック状態から逆向きに回動させると画像
表示体５００のロックが解除され、ヒンジ金具４２０を中心に回動自在になる。通常、ケ
ース部材４００を外本体１００に装着する前の状態では画像表示体５００を閉じ位置にロ
ックして無用な回動を防止し、一方、ケース部材４００を外本体１００に装着した状態で
は画像表示体５００のロックを解除して回動自在とする。そうすることにより扉形前面部
材２００を開いて直ぐに画像表示体５００を開けばその奥の配線作業空間４０８内のチェ
ックが行える。
【０１０７】
［画像表示体－連結具］
　なお、実施形態のスロットマシン１は、画像表示体５００の奥の配線作業空間４０８内
のチェックを効率よく行う手段として、扉形前面部材２００と画像表示体５００を適宜な
連結具７００で連結し、扉形前面部材２００の開閉に連動して画像表示体５００も一緒に
開閉させるようにしてある。この場合、前記のように実施形態の扉形前面部材２００と画
像表示体５００は、ヒンジ金具４２０の両てこ機構によって、画像表示体５００の回動軌
跡が扉形前面部材２００の回転軸１００ａを回転中心とする回動軌跡に近似するようにな
っているものの、それでもなお両者の動きには相対的なずれが生じる。そのため実施形態
の連結具７００は、図３９に示したように、画像表示体５００の自由端側の裏面に固定鞘
部材７０１を形成し、該固定鞘部材７０１の内部に摺動自在な状態にロッド７０２を納め
、そのロッド７０２の先端を扉形前面部材２００の裏面（具体的には錠装置２１５のベー
ス部材２１５ａ）に対し、止め軸７０３で回転可能な状態に連結してある。こうすること
により、図３８のように、扉形前面部材２００の開閉に連動して画像表示体５００が扉形
前面部材２００の付属部品であるかのごとく一緒に開閉し、その際生じる両者の動きの相
対的なずれを連結具７００のロッド７０２が固定鞘部材７０１に出入りして吸収する。
【０１０８】
　なお、前記止め軸７０３は、錠装置２１５のベース部材２１５ａの一部を曲げて形成し
た支持片２１５ｂ，２１５ｂ，２１５ｂに対し、上下動自在に装着されており、スプリン
グ７０３ａにより常時下向きに付勢されている。よって、この止め軸７０３は、スプリン
グ７０３ａの付勢に抗して上動させることが可能であり、上動させて下端を浮かせること
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によって前記連結具７００のロッド７０２の着脱が可能である。
　また、図３９において、符号７０４は連結具７００の固定鞘部材７０１の上面に設けた
弾性的な片持ち梁式のストッパであって、前記止め軸７０３から外したロッド７０２を固
定鞘部材７０１の内部に納めて保持するためのものであり、ロッド７０２の上面に形成し
た溝７０５の端部に係合してロッド７０２の盲動を防止する。ロッド７０２には、その側
面に摺動方向と直交する方向に摘み片７０６が突設されており、該摘み片７０６を摘んで
ロッド７０２を強制的に移動させることにより前記ストッパ７０４のロックが外れるよう
になっている。
　また、図３９において、連結具７００の近傍にある符号５０９は、画像表示体５００の
自由端側の裏面に突設した係合部である。該係合部５０９は、ケース部材４００の開口部
４０１を横切る補強桟４０２に係合して、閉じ位置にある画像表示体５００の自由端側の
荷重を支えるものである。なお、図１１に示したように、補強桟４０２には、前記係合部
５０９を補強桟４０２の上面に円滑に導くべく、画像表示体５００に向かって下り傾斜す
る滑り台式の案内部４０２ａが設けてある。また、画像表示体５００の係合部５０９は、
画像表示体５００とは別の潤滑性に優れた合成樹脂で形成されており、画像表示体５００
に対し着脱自在（交換自在）に装着されている。
【０１０９】
　ところで、扉形前面部材２００と画像表示体５００の回動軌跡の相違に起因する動きの
相対的なずれは、上記のような伸縮自在なロッド形式の連結具７００の他、柔軟なワイヤ
ーにしても吸収することができる。但し、連結具が柔軟なワイヤー等であると、扉形前面
部材２００を閉じる段階で扉形前面部材２００が開いたまま停止している画像表示体５０
０にぶつかることになって、円滑さを損なうおそれがある。これに対し、例えば画像表示
体５００に巻バネなどの付勢手段を設けて常時閉じ方向に付勢するようにすればよい。そ
うすることにより扉形前面部材２００の閉じ動作に際し、画像表示体５００が前記付勢力
の作用で連結具を引っ張りつつ自力で閉じるから、扉形前面部材２００と画像表示体５０
０がぶつからない。
　もちろん扉形前面部材２００と画像表示体５００の連れ回りのための手段は上記に限定
されない。例えば、上記において連れ回りのための一要素たるヒンジ金具４２０は、上記
のような両てこ機構の構造に限定されず、図４０，図４１に示したような、単独のピン４
２０ｋを中心にして画像表示体５００を回動させる単純なものであってもよい。
【０１１０】
　ケース部材４００に対する画像表示体５００の取着手段をヒンジ構造にして該画像表示
体５００を扉状に回動させ得る構成に、上記のように画像表示体５００を閉じ位置にロッ
クするロック手段（上記のロック片４２１）を付加した場合には、ケース部材４００を外
本体１００に装着した状態で原則ロックを継続させ、配線作業空間４０８内のチェック等
、必要な時にのみロックを解除する、という取り扱いを選択することも可能であり、その
場合には画像表示体５００によって配線作業空間４０８内の重要部品（例えば主基板ボッ
クス４０９に封入された主基板４５０）がブロックできるから、防犯性能の向上に効果が
ある。
【０１１１】
　ケース部材４００の開口部４０１上縁と閉じた画像表示体５００の上縁との前後間には
隙間１０が設けられており、該隙間１０に通した指で天板４０６の前記補強部材４０７が
掴めるようになっている。また、ケース部材４００の天板４０６の前方中央部分（天窓部
４４３，４４３の間の補強帯４４４）には把手口４２２が形成されており、該把手口４２
２に通した指で天板４０６の補強部材４０７が掴めるようになっている。従ってケース部
材４００は、取り扱う場所や姿勢に応じて該把手口４２２と前記隙間１０との適宜な使い
分けが可能である。例えば、ケース部材４００を外本体１００に組み込む前の搬送時には
把手口４２２を使って鞄形態に持ち運ぶ方がバランスがよく、一方、ケース部材４００を
外本体１００に装着した状態では、図４に示したように把手口４２２が外本体１００の奥
に隠れて指が入らないため、前記隙間１０から補強部材４０７に指を掛けてケース部材４
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００を引っ張り出す、という具合である。なお、ケース部材４００の底板４０３の正面中
央には前記した装置ケース３０２の下把手３１６（図４，図１１参照）が突出しており、
該下把手３１６を持って押し込み又は引っ張ることで外本体１００へのケース部材４００
の出し入れが容易に行える。この場合の下把手３１６は、装置ケース３０２がケース部材
４００にビスで固着されていることよりケース部材４００と一体であり、従ってケース部
材４００の床板４０３の正面に下把手３１６が突設されているに等しい。
【０１１２】
　ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。
（ａ）前面が開口する箱形又は前面が開口する枠形の外本体と、
（ｂ）該外本体の前面に横開きの扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材と、
（ｃ）前記外本体に対し着脱自在であって前面に開口部を有するケース部材と、
（ｄ）任意の画像を表示する画像表示体と、を有し、
（ｅ）前記ケース部材に画像表示体を組み付けて遊技ユニットを形成すると共に該遊技ユ
ニットごと外本体に着脱させ得るようになし、
（ｆ）さらに前記画像表示体は、扉形前面部材の回動方向と同方向に回動可能なようにケ
ース部材に取着すると共に、扉形前面部材に対し連結具で連結することにより、扉形前面
部材の回動に連動して回動するようにしたことを特徴とする
（ｇ）遊技機。
　上記の技術的思想に対する［背景技術］、［特許文献Ａ］、［解決課題］、［効果］は
、夫々次のとおりである。
［背景技術］
　前面が開口する箱形の外本体（スロットマシンの分野では一般に「筐体」という。）と
、該外本体の前面に扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材と、前記外本体に対し着脱
自在であって内部にリール回転式表示装置を組み込んだケース部材と、前記外本体の内側
であって外本体に対し回動可能に取り付けた画像表示体と、を備えたスロットマシンが、
例えば特許文献Ａに記載されている。このスロットマシンは、ケース部材を交換するとい
う部分的な変更により、模様替えが容易に行えるものである。
［特許文献Ａ］特開２００５－８７４８９号公報
［解決課題］
　上記従来の模様替え可能な（つまり分離可能な）スロットマシンは、扉形前面部材を開
いたとき、画像表示体がその奥の視界を遮る位置にある。従って、スロットマシンの内部
の検査等を行う場合、扉形前面部材を開いて後、さらに画像表示体を一々回動させる必要
があるため、作業効率が悪い問題点があった。
［効果］
　扉形前面部材を開閉させる動作に連動して画像表示体も一緒に回動するから、扉形前面
部材を開くと画像表示体も一緒に開く。従って、画像表示体の奥に確認或いは作業すべき
空間がある場合、画像表示体を開閉させる作業が省略できるため、作業効率が非常によい
。
【０１１３】
［画像表示体－枠部材］
　画像表示体５００は、ケース部材４００の開口部４０１の前記補強桟４０２から上の領
域のほぼ全部を覆う大きさである。また、画像表示体５００の下側には、ケース部材４０
０の開口部４０１の前記補強桟４０２から下の領域、つまり図柄変動表示装置３００の前
方領域を額縁状に囲う枠部材５０１が一体に垂設されており、該枠部材５０１により前記
図柄変動表示装置３００のリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃが縁取られる。この枠部
材５０１の表面は装飾面になっており、適宜な模様等が描かれている。
【０１１４】
［画像表示体－枠部材－照明装置］
　前記枠部材５０１の裏側上下には照明装置５０２が設けられており、該照明装置５０２
によって図柄変動表示装置３００の図柄が明るく照らされる。枠部材５０１は画像表示体
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５００の下に垂設されていて図柄変動表示装置３００に近いから、そのような枠部材５０
１に照明装置５０２を組み込むことで光源を図柄変動表示装置３００に近づけることがで
きる。従って枠部材５０１に照明装置５０２を組み込む手段は、従来の照明装置に比べて
低光量でも十分な明るさが確保できる、という特徴がある。
【０１１５】
　実施形態として例示した照明装置５０２は、図４に示したように、図の紙面と直交する
方向（スロットマシン１の幅方向であってリール３０１ａ．．．の回転軸と同方向）に細
長い帯状の基板５０３に多数の発光ダイオード（以下ＬＥＤという。）５０４を並べたも
のであり、下側の照明装置５０２は、上面を例えば乳白色の透光性蓋板５０５で塞いだチ
ューブ枠５０６の中にＬＥＤ５０４を上向きにして配置し、一方、上側の照明装置５０２
は、断面上向きコ字状の例えば乳白色である透光性カバー５０７内にＬＥＤ５０４を下向
きにして配置してなる。
【０１１６】
　なお、上側の照明装置５０２は、照明方向を図４に示したように真下より遊技者側、す
なわち透明板２１４ａ側に向かう斜め下向きに設置してある。実施形態では比較的強い指
向性を持ったＬＥＤ５０４の主たる照射領域の中心線Ｌ（図４拡大図参照）を透明板２１
４ａに対し斜めに向かわせるべく、基板５０３のＬＥＤ取付面の向きが、前記透明板２１
４ａ側に向けて斜め下向きに傾けられている。
　また、もし照明装置５０２の光源として蛍光灯のような棒状発光体を採用した場合には
、図４の基板５０３を板状又は光源を包むような凹面状の反射部材に変更し、直射光と反
射光の総和により方向付けられる主たる照射領域の中心線が、透明板２１４ａ側の裏面に
斜めに当たるように設定すればよい。
　以上のように照明装置５０２の照射照準を透明板２１４ａに設定すれば、漏れた一部の
光がリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの外周面を照らしても殆ど影響はない。
【０１１７】
　実験によれば、照明装置５０２の照明方向をリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの周
面側に向けた場合には、湾曲するリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの特定部分が強く
反射して見辛くなるのに対し、上記のように主たる照射領域の中心線Ｌを透明板２１４ａ
に対し斜めに向かわせた場合には、透明板２１４ａを介してリール外周面が照らされるこ
とにより、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの広い範囲が明るく見え易くなることが
確認できた。その理由として、照明装置５０２から照射した光が扉形前面部材２００の透
視窓２１４に嵌めた透明板２１４ａに当たって反射し全体に拡散するか、或は透明板２１
４ａが明るく照らされることでリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの広い範囲が明るく
見えるか、或はそれらの相乗作用によるものと推測される。
【０１１８】
　以上のような上側の照明装置５０２の構造は、下側の照明装置５０２にも採用すること
ができ、もちろん図３１に示したように下側の照明装置５０２にのみ採用することもでき
る。なお、図３１は図４の上側の照明装置５０２を下側に配置し、下側の照明装置５０２
を上側に配置したものであるため、上記照明装置５０２の説明の「上」を「下」に読み替
え、「下」を「上」に読み替えればよい。
【０１１９】
　ところで照明装置５０２の光源として実施形態のようにＬＥＤを採用した場合には、（
ａ）低電圧で駆動するため約２００Ｖの高電圧で駆動する従来の冷陰極管より安全性が高
い、（ｂ）冷陰極管より寿命が長い、（ｃ）ガラス管である冷陰極管より丈夫である、（
ｄ）多色発光が可能であるため演出の幅を広げることができる、（ｅ）インバータと組み
合わせて使用する冷陰極管より軽く、従って画像表示体５００を支えるヒンジ金具４２０
の負担が少ない、というメリットがある。
【０１２０】
［配線手段］
　前記外本体１００に取り付けられている例えばメダル放出装置１１０や電源装置１１２
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及び扉形前面部材２００の操作部２０２にある例えば各投入ボタン２０５，２０６や始動
レバー２１０（以下、これらの総称として単に「本体側電気部品」という場合もある。）
と、ケース部材４００にある例えば主基板ボックス４０９内の主基板４５０等（ケース部
材側の電気部品の総称として単に「ケース部材側電気部品」という場合もある。）とは電
気的に接続されている。そして、実施形態のスロットマシン１は、遊技ユニット（ケース
部材４００）が外本体１００に対し着脱自在であるため、遊技ユニット（ケース部材４０
０）の交換等に際して本体側電気部品とケース部材側電気部品とを簡単に接続又は切り離
すための合理的な配線手段が設けられている。
【０１２１】
［配線手段－配線中継部材］
　前記のように外本体１００の背板１０４の内面上部には、図１４に示した配線中継部材
１１３が取り付けられている。該配線中継部材１１３は図４，図５に示したように、前記
ケース部材４００の配線窓４１１に対応する位置にあって該配線窓４１１からケース部材
４００の空きスペース４１７に臨むようになっている。配線中継部材１１３は、前記本体
側電気部品につながる本体側配線類１１９と、前記ケース部材側電気部品につながるケー
ス側配線類４２３とを中継するものであって、外本体１００の背板１０４にビス止めされ
る取付板１２０と、該取付板１２０の前面に被さるカバー体１２１と、該カバー体１２１
と前記取付板１２０の間に納められる複数（実施形態では大小２枚）のコネクタ基板（以
下「コネクタ接続用端子基板」という場合もある。）１２２，１２３とからなる。
【０１２２】
　前記２枚のコネクタ基板１２２，１２３のうち、図１４，図１５において左側に位置す
る大きい方のコネクタ基板１２２は取付板１２０に対して固定的に取り付けられており、
主基板ボックス４０９につながっているハーネス４２４の先端のコネクタ４２５と対をな
すコネクタ１２４が設けられている。
【０１２３】
　一方、図１４，図１５において右側に位置する小さい方のコネクタ基板１２３は、取付
板１２０とカバー体１２１の間の隙間に非固定的な遊動可能状態に取り付けられており、
従って図１５拡大図に示したように上下方向に移動可能であり、また、左右方向にも移動
し得る。この小さいコネクタ基板１２３には、主基板ボックス４０９以外のケース部材側
電気部品につながっているハーネス４２６の先端のコネクタ４２７と対をなすコネクタ１
２５が設けられている。なお、該コネクタ１２５と前記コネクタ１２４は、プリント基板
にハンダ付け等の固着手段で固着する基板固着型であり、安価なＤＩＮ規格のものが使わ
れている。
【０１２４】
　また、取付板１２０の前面に被さるカバー体１２１は、前記コネクタ１２４，１２５が
通る大小２つの開口１２６，１２７と、該開口１２６，１２７と横並びの位置に突設した
支持筒１２８と、下半部前方に張り出すトンネル状の配線ダクト１２９と、を有する。
【０１２５】
　配線中継部材１１３に接続する本体側配線類１１９は、前記配線ダクト１２９の内部を
通るか、または配線中継部材１１３の取付板１２０の下側前面に突設したフック形状の配
線止め１３０に束ねられた状態で、図１一点鎖線Ｌに示したように外本体１００の側板１
０２，１０２側に振り分けられ、該側板１０２，１０２と背板１０４のコーナー付近でほ
ぼ垂直に向きを変え、その多くは仕切板１０５の奥に設けた配線用の開口１０９を通って
本体側電気部品に夫々接続される。もちろん仕切板１０５より上の領域に本体側電気部品
（例えば図１において側板１０２の内面に設けた外部中継端子板１３１）がある場合には
、仕切板１０５の配線用の開口１０９とは無関係にそのまま接続される。
【０１２６】
　ここまでで説明した配線手段から、次のような技術的思想が把握できる。
（ａ）ケース部材４００の後面板４０５に、図柄変動表示装置３００のリール３０１ａ，
３０１ｂ，３０１ｃの回転中心を通る水平面とリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの最
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高高さ位置を通る水平面との間に自己の下辺が位置する高さにして配線窓４１１を形成す
る。
（ｂ）外本体１００の背板１０４に、本体側電気部品につながる本体側配線類１１９と、
ケース部材側電気部品につながるケース側配線類４２３とを中継する配線中継部材１１３
を設置する。
（ｃ）外本体１００の側板１０２，１０２の内面沿いに配線を通す上下方向の配線経路を
形成する。
（ｄ）配線中継部材１１３につながる本体側配線類１１９をケース部材４００の側方に導
き、そこから前記配線経路を通って本体側電気部品に接続する。
【０１２７】
　以上（ａ）～（ｄ）の構成要素を備えた遊技機は、図柄変動表示装置３００のリール３
０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの後ろを本体側配線類１１９が通らず、外本体１００の側板
１０２，１０２沿い（背板１０４とのコーナーを含む（図１０参照）。）に設けた配線経
路を迂回するため、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃを外本体１００の背板１０４近
くにまで寄せることが可能になり、従来の構成、すなわち、本体側配線類１１９が背板１
０４のほぼ中央を下ってリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの後ろを通っていた従来の
構成に比べて、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの径を大きくすることができる。な
お、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの径は大きい方が、回転時の迫力が増す。
【０１２８】
［配線手段－コネクタ４２５，４２７］
　上記のように配線中継部材１１３に設けられている２つのコネクタ１２４，１２５には
、ケース部材４００の主基板ボックス４０９につながっているハーネス４２４の先のコネ
クタ４２５と、主基板ボックス４０９以外のケース部材側電気部品につながっているハー
ネス４２６の先のコネクタ４２７がそれぞれ接続されている。
　この２つのコネクタ４２５，４２７は、図１６－１に示したように１つのコネクタホル
ダー４２８に一体に取り付けられている。該コネクタホルダー４２８は、コネクタ４２５
，４２７がビス止めされるホルダー主体４２９と、ほぼ中央に透孔４３０を有し前記ホル
ダー主体４２９の両横に突設した板状の取着片４３１と、該取着片４３１の透孔４３０に
装着した周知のボタン形パネルファスナー４３２（商品名「ナイラッチ」：登録商標）と
、からなり、図５，図８（ａ）に示したように配線中継部材１１３の前記支持筒１２８の
先に取着片４３１を当て、該取着片４３１のボタン形パネルファスナー４３２を支持筒１
２８に差し込んでロックしてある。従ってコネクタホルダー４２８が固定手段たる支持筒
１２８に固定され、ひいては配線中継部材１１３に固定されるため、コネクタ４２５，４
２７とコネクタ１２４，１２５の結合が外れない。
【０１２９】
［配線中継基板－コネクタ４２５，４２７－仮止め棚］
　上記のようにコネクタ４２５，４２７は配線中継部材１１３のコネクタ１２４，１２５
に接続されているが、ケース部材４００が外本体１００に組み込まれる前、つまり工場出
荷から設置完了までの間、コネクタ４２５，４２７は、ケース部材４００に設けた仮止め
棚４１８に仮止めされている。
【０１３０】
　前記仮止め棚４１８は、図５，図６，図１２，図１３に示したようにケース部材４００
の内側から前記配線窓４１１に向かわせた棚板状の部材であり、図６に示したようにコネ
クタホルダー４２８を載置するほぼ水平なベンチ部４３３と、そのベンチ部４３３の両端
に立設したベンチ側板４３４と、各ベンチ側板４３４に突設した３本の内向き爪片４３５
，４３５，４３５とを有する。この内向き爪片４３５，４３５，４３５の中央の１本と他
の上下の２本との間にはコネクタホルダー４２８の取着片４３１が嵌まり得る間隔が設け
てある。
　なお、一方のベンチ側板４３４は、先端に指掛部４３６を延設した薄板構造であって、
指掛部４３６に指を掛け図８（ｂ）矢示Ｘ方向に力を加えることにより一端支持の板バネ
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のごとく外向きに反らせ得るようになっており、その反らせた状態で内向き爪片４３５，
４３５，４３５からコネクタホルダー４２８の取着片４３１が簡単に外れるようになって
いる。図８（ａ）の想像線は指掛部４３６の先を鍵形に折り曲げた例を示したものであり
、こうすることにより矢示Ｙのようにボタンを押す感覚でコネクタホルダー４２８の取外
しが楽に行える。
【０１３１】
　しかして、図６に示したように前記仮止め棚４１８のベンチ部４３３にコネクタホルダ
ー４２８を載置し、該コネクタホルダー４２８の取着片４３１をベンチ側板４３４の内向
き爪片４３５，４３５，４３５の間に嵌めることによってコネクタホルダー４２８が仮止
め棚４１８に仮止めされる。もちろん仮止めと言っても、ケース部材４００の輸送中にコ
ネクタホルダー４２８が仮止め棚４１８から外れない強度を有する設定になっており、従
ってケース部材４００が外本体１００に組み込まれる前までは、コネクタホルダー４２８
と一体のコネクタ４２５，４２７はケース部材４００に設けた仮止め棚４１８に仮止めさ
れて動かない。よってケース部材４００を輸送したり、ケース部材４００を外本体１００
に組み込む作業の最中に、ハーネス４２４，４２５の先にあるコネクタ４２５，４２７が
、ケース部材４００内の部品に当たってその部品はもちろん、自らも損傷する、というよ
うなおそれがない。
【０１３２】
　そして、図８（ｂ）→図８（ａ）に示したように、ケース部材４００を外本体１００に
固定した後の配線工程で、上記のように一方のベンチ側板４３４を外向きに反らせてコネ
クタホルダー４２８を仮止め棚４１８から外し、そのコネクタホルダー４２８を自己の取
着片４３１が配線中継部材１１３の支持筒１２８に当たる位置まで移動させれば、コネク
タ４２５，４２７が配線中継部材１１３のコネクタ１２４，１２５に嵌まるから（その詳
細は後述する。）、その状態で取着片４３１のボタン形パネルファスナー４３２を押し込
んで取着片４３１を支持筒１２８にロックする。なお、このとき図５，図６に二点鎖線で
示したように、ベンチ部４３３にガイド用の案内レール４４０を設けておけば、コネクタ
ホルダー４２８を奥に押し込むだけでよいため、作業性が向上する。
　以上のようにして配線中継部材１１３に取り付けたコネクタホルダー４２８は、外本体
１００の背板１０４を支持基盤として安定し、ケース部材から離間していて接触しないた
め、輸送時の振動等で外本体１００と遊技ユニットが相対的に動いても無理な負荷が加わ
らない。
【０１３３】
　ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。
（ａ）前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品を
備えた外本体と、
（ｂ）前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装
置その他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、
（ｃ）前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につな
がるケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、
（ｄ）前記ケース側配線類の先端に取り付けたコネクタと、
（ｅ）該コネクタに取り付けたコネクタホルダーと、
（ｆ）該コネクタホルダーを仮止めするためケース部材に設けた仮止め部材と、
（ｇ）前記コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、を有し、
（ｈ）遊技ユニットを外本体に装着する前の状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材に
仮止めし、遊技ユニットを外本体に装着した状態で前記コネクタホルダーを仮止め部材か
ら固定手段に付け替えてコネクタホルダーのコネクタを配線中継部材に接続するようにし
たことを特徴とする
（ｉ）遊技機。
【０１３４】
　上記の遊技機は、遊技ユニットの外本体１００への装着とコネクタ同士の結合とを別々
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に行うようにしたものであるが、これとは対照的に、例えば遊技ユニットに直接コネクタ
を取り付け、遊技ユニットを外本体１００に押し込む動作で自動的にコネクタ同士を結合
させる、という方式が考えられる。しかしこの方式は、質量の大きな遊技ユニットが輸送
中などに外本体１００の内部で振動した場合、大きな負担がコネクタ結合部に掛かるため
信頼性に不安があり、その対策にコストが掛かる課題がある。
【０１３５】
　また、本発明の遊技機は、外本体１００に１枚の扉形前面部材２００を取り付け、該扉
形前面部材２００に対して遊技ユニットを物理的に独立させた構成であるが、これとは対
照的に、扉形前面部材を上下２段に分割し、上部の扉形前面部材を遊技ユニット側の部品
とする遊技機も考えられる。しかし、このような遊技機では、遊技中に興奮した遊技者が
上部の扉形前面部材を叩いた場合にコネクタ結合部に直接衝撃が加わるためコネクタの結
合が不安定になるおそれがあり、さらに上下の扉形前面部材同士の継ぎ目に対し新たな防
犯構造を要する課題がある。
【０１３６】
　これに対し本発明の遊技機は、外本体１００に１枚の扉形前面部材２００を取り付け、
該扉形前面部材２００に対して遊技ユニットを物理的に独立させた構成であり、さらに、
コネクタホルダー４２８を配線中継部材１１３に接続した後、該コネクタホルダー４２８
は、図５に示したように外本体１００に固定した部品（配線中継部材１１３）と結合し遊
技ユニットから離間した独立構造になっているため、プリント基板にハンダ付けして用い
る低コストで一般的なコネクタを使用した場合でも、輸送中においても、遊技中において
も信頼性・耐久性に不安がない。また、遊技ユニットのみが機種変更時の交換対象であり
、扉形前面部材２００は交換対象とならないため、機種変更のための遊技場の負担も軽く
なる。
【０１３７】
［コネクタ４２５，４２７とコネクタ１２４，１２５の結合］
　前記のようにコネクタ４２５とコネクタ４２７は、１つのコネクタホルダー４２８に取
り付けられている。こうすることによりコネクタホルダー４２８を配線中継部材１１３の
所定の位置にセットする１回の動作で２つのコネクタ４２５，４２７の接続が完了する。
　しかし現実の問題として、２つのコネクタ４２５，４２７とコネクタホルダー４２８と
いう独立した要素を寄せ集めて一体にする構造では、コネクタ４２５，４２７とコネクタ
１２４，１２５の「正確な位置決め」という困難な問題に直面する。すなわち２つのコネ
クタ４２５，４２７と配線中継部材１１３側のコネクタ１２４，１２５の４要素の位置決
めが全て正確でなければ、コネクタ４２５，１２４とコネクタ４２７，１２５の一括結合
は不可能であるのに、そのような位置決めの精度を量産品レベルのコストで達成するのは
困難だからである。
　そのような問題を解決する１つの手段として、プリント基板にハンダ付けすることなく
結合時の融通性を高める機構を施したいわゆるドロワーコネクタを使用する方法が考えら
れるが、ドロワーコネクタ自体が高価であるため、まだコスト面の負担が大きい。
【０１３８】
　これに対し実施形態の配線手段では、基板支持部材たる配線中継部材１１３のコネクタ
基板１２２，１２３を分割してそれぞれにコネクタ１２４，１２５を装着し、そのコネク
タ基板１２２，１２３の少なくとも一方を、配線中継部材１１３の取付板１２０とカバー
体１２１の間の隙間に非固定的に納めてコネクタ４２７とコネクタ１２５の結合方向と直
交する方向（ここでの「直交」は、厳密な９０度にこだわらず、社会通念上のほぼ９０度
という程度の意味である。）に遊動可能状態にする手段を講じている。かかる構成におい
てコネクタホルダー４２８の結合照準をコネクタ４２５とコネクタ１２４に定めた場合、
もう一方のコネクタ４２７とコネクタ１２５の相対位置に若干の狂いがあっても、コネク
タ基板１２３が遊動してその狂いを矯正すべく移動するから、コネクタ４２７とコネクタ
１２５の結合も可能になる。これにより基板固着型で安価なＤＩＮ規格のコネクタで十分
に対応できる。
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【０１３９】
　ここまでの説明から、次のような技術的思想が把握できる。
（１）「２以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす２以上の配線用のコネ
クタとを有する遊技機において、一方のコネクタグループを１つのコネクタホルダーに固
着すると共にこれらと対をなす他のコネクタグループをコネクタ基板に装着し、さらにそ
のコネクタ基板をコネクタ毎に分割してその１つを基板支持部材に固定すると共に他のコ
ネクタ基板を基板支持部材に対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に
取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」
（２）「前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品
を備えた外本体と、
　前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置そ
の他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、
　前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながる
ケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、
　前記ケース側配線類の先端に取り付けた２系統以上のコネクタと、
　該２系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、
　該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、
　前記２系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使
用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、
　前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネ
クタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、
　該コネクタ接続用端子基板をコネクタ毎に分割してその１つを前記配線中継部材に固定
すると共に他のコネクタ接続用端子基板を配線中継部材に対しコネクタの結合方向と直交
する方向に遊動可能な状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。
（３）「２以上の配線用のコネクタと、その各コネクタと対をなす２以上の配線用のコネ
クタとを有する遊技機において、
　一方のコネクタグループをコネクタ基板を介して基板支持部材に固着すると共にこれら
と対をなす他のコネクタグループを１つのコネクタホルダーに装着し、さらにそのコネク
タホルダーに対しコネクタグループの中の１つのコネクタを固定すると共に他のコネクタ
をコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な状態に取り付
けるようにしたことを特徴とする遊技機。」
（４）「前面が開口し背面を背板で覆った箱形であって電源装置その他の本体側電気部品
を備えた外本体と、
　前記外本体に対し着脱自在なケース部材に複数の図柄を変動させる図柄変動表示装置そ
の他のケース部材側電気部品を設けた遊技ユニットと、
　前記本体側電気部品につながる本体側配線類と、前記ケース部材側電気部品につながる
ケース側配線類とを中継すべく前記外本体の背板に取り付けた配線中継部材と、
　前記ケース側配線類の先端に取り付けた２系統以上のコネクタと、
　該２系統以上のコネクタをコネクタグループとして一括支持するコネクタホルダーと、
　該コネクタホルダーを前記配線中継部材に固定するための固定手段と、
　前記２系統以上のコネクタグループの各コネクタと対をなしプリント基板に固着して使
用する基板固着型のコネクタによる他のコネクタグループと、
　前記背板に取り付けた配線中継部材に取り付けられ、前記他のコネクタグループのコネ
クタを固着してなるコネクタ接続用端子基板と、を有し、
　前記コネクタホルダーに対しコネクタグループの中の１つのコネクタを固定すると共に
他のコネクタをコネクタホルダーに対しコネクタの結合方向と直交する方向に遊動可能な
状態に取り付けるようにしたことを特徴とする遊技機。」
【０１４０】
　以上の遊技機は、固定したコネクタ接続用端子基板のコネクタに照準を合わせてコネク
タホルダーを操作するようにすれば、他のコネクタ同士の相対位置に製造誤差等で若干の
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狂いがあっても、非固定のコネクタ接続用端子基板がコネクタごと遊動してその狂いを矯
正すべく移動し誤差を吸収するから、結合照準でないコネクタ同士の結合も可能になる。
従って１つのコネクタホルダーを用いて複数系統のコネクタの一括接続が可能である。し
かも使用しているコネクタは、プリント基板にハンダ付けして用いるような汎用的で安価
な例えばＤＩＮ規格のものであり、コストも安い。
　また、コネクタホルダーは、ナイラッチ（登録商標）等の固定手段で配線中継部材、ひ
いては該配線中継部材を介して外本体の背板に確実に固定される。一方、コネクタホルダ
ーと遊技ユニットの間では、フレキシブルなハーネスを介してつながっているのみであり
、遊技ユニットが動いたとしても、その動きはフレキシブルなハーネスが吸収するので、
コネクタホルダーに動きは伝わらない。このため、たとえ輸送中の振動により外本体と遊
技ユニットの間に相対的な動きが生じても、コネクタホルダーは、外本体のみと一緒に動
き、遊技ユニットの干渉を受けないから、コネクタの結合部には全く負荷が掛からない。
よってコネクタ結合の信頼性が非常に高い。
【０１４１】
　なお、実施形態のように、小さいコネクタ１２５に対応する小さいコネクタ基板１２３
を遊動可能とし、大きいコネクタ４２５，コネクタ１２４同士を結合の基準に定める構成
は、その逆の構成に比べてコネクタ４２５，１２４，４２７，１２５の結合が楽に行える
。小さいコネクタ基板１２３の方が軽い力で扱えるため、狂いの自動矯正が容易だからで
ある。
　また、実施形態では、図９のようにコネクタ４２５，１２４の方がもう一方のコネクタ
４２７，１２５より先に結合するようになっており、そうすることにより結合照準のコネ
クタ同士が合わせやすい。
【０１４２】
　また、図９に拡大して示したように凸形のコネクタ４２５，４２７の凸部先端の周縁角
部及び／又は凹形のコネクタ１２４，１２５の差込口の周縁角部に面取り部Ｃ（直線的な
面取り、曲線的な面取りのいずれも可）を形成しておけば、面取り部Ｃのテーパに沿った
誘導作用が、コネクタ同士の結合性をより良好にする。
【０１４３】
　また、実施形態のように、配線中継部材１１３のコネクタ基板１２２，１２３を遊動可
能にする構成の他、コネクタホルダー４２８側のコネクタ４２５，４２７の何れか一方を
遊動可能にすることも可能であり、その場合も上記と同様の作用効果が得られる。なお、
かかるコネクタホルダー４２８の具体例を図１６－２に示した。この例では、コネクタホ
ルダー４２８のホルダー主体４２９に雌ねじ付きの受筒４２９ａを突設し、一方、コネク
タ４２７の両横に遊孔４２７ａを有する耳片４２７ｂを形成し、コネクタホルダー４２８
の受筒４２９ａにコネクタ４２７の遊孔４２７ａを遊嵌させ、座金付きのビス４２７ｃを
もって耳片４２７ｂの抜け止めとしている。そうすることによりコネクタ４２７は、コネ
クタホルダー４２８に対し、遊孔４２７ａと受筒４２９ａの径の差の範囲で自由に遊動し
得る。この場合のコネクタ基板１２２，１２３は、一体にして取付板１２０に固定すれば
よい。
　また、実施形態では２つのコネクタを１つのコネクタグループとして取り扱ったが、１
つのコネクタグループのコネクタ数は２以上でもよい。
【０１４４】
　また、実施形態では図４，図１２に示したように、ケース部材４００の後面板４０５の
裏側であって、前記図柄変動表示装置３００の装置ケース３０２の下斜板３１０に向けて
凹ませたケーブル溝４３７が形成され、該ケーブル溝４３７の両端近傍にケース部材４０
０の側板４０４（又は後面板４０５）を貫く配線口４３８，４３８が開設されている。こ
の配線口４３８，４３８とケーブル溝４３７は、図柄変動表示装置３００と主基板ボック
ス４０９等とを接続するためのものであり、図１１において図柄変動表示装置３００の装
置ケース３０２の向かって右側面（扉形前面部材２００の非ヒンジ側の側面）に設けたリ
ール基板３１２のケーブル３１３（図１２参照）を１つの配線口４３８からケース部材４
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００の外に引き出し、そのケーブル３１３を図１２のようにケーブル溝４３７に納め、さ
らにそのケーブル３１３の先を他の配線口４３８からケース部材４００の中に戻して主基
板ボックス４０９等につなぐようにしてある。なお、ケーブル溝４３７には所定の間隔で
ケーブル止め４３９が設けられていて、ケーブル溝４３７からケーブル３１３が脱落しな
いようになっている。
【０１４５】
　しかして主基板ボックス４０９等とリール基板３１２は、共にケース部材４００の中に
あるケース部材側電気部品であり、本来、ケース部材４００の外にケーブル３１３を引き
出す必要はない。それを敢えてケース部材４００に配線口４３８，４３８とケーブル溝４
３７を設けてケーブル３１３を外伝いに迂回させるようにした理由は次のとおりである。
【０１４６】
　リール基板３１２の設置場所は、限られたスペースの中でコネクタを抜き差しする配線
の作業性を考慮すると、図柄変動表示装置３００（装置ケース３０２）の側面のうち扉形
前面部材２００の非ヒンジ側に相当する側が好ましい。もし逆に、扉形前面部材２００の
ヒンジ側に相当する装置ケース３０２の側面にリール基板３１２を設けると、開ききった
扉形前面部材２００（図１参照。）とリール基板３１２が近接位置で向かい合うため、コ
ネクタの抜き差しに必要な広い作業空間が確保できないからである。
　しかし一方、リール基板３１２の接続対象たる基板類（主基板ボックス４０９内の主基
板４５０，画像表示体５００等）の接続部がケース部材４００の扉形前面部材２００のヒ
ンジ側に相当する側にあると、ケーブル３１３がケース部材４００の内部を横切る格好に
なる。
　そうすると前記装置ケース３０２をケース部材４００に装着する際にケーブル３１３を
噛み込んだり、逆に装置ケース３０２を引き出す際にケーブル３１３を引っ掛けるおそれ
がある。
【０１４７】
　これに対し実施形態のように、ケース部材４００に配線口４３８，４３８とケーブル溝
４３７を設けてケーブル３１３を外伝いに迂回させるようにすれば、上記したようなケー
ブル３１３のトラブルは生じない。また、配線作業は、装置ケース３０２を所定の位置か
ら若干引き出した状態で行う方が作業性がよく、それに伴って配線口４３８からリール基
板３１２までのケーブル３１３の長さは、配線代とでも言うべき余裕が設けられている。
従って装置ケース３０２を所定の位置にセットした状態でケーブル３１３に弛みが生じ、
引き出し量によってはケーブル３１３の弛みが大きくなる。そのようなケーブル３１３の
弛みが大きい場合には、配線口４３８と横並びの位置にある、装置ケース３０２の下斜板
３１０とケース部材４００の奥のコーナー部分との間に出来る三角スペースにケーブル３
１３の弛んだ部分を逃がすことができる。
【０１４８】
　また、実施形態のようにケーブル溝４３７を装置ケース３０２の下斜板３１０に向かわ
せて膨らませるようにした場合には、ケース部材４００の奥と装置ケース３０２の下斜板
３１０との間にできるデッドスペースの有効活用に役立つ。
　なお、配線口４３８，４３８とケーブル溝４３７を使った配線は、リール基板３１２の
ケーブル３１３に限定する必要はなく、ケース部材４００の内部を横切るケーブル全てに
適用できる。
【０１４９】
　その他、図１１中、符号４４１は機能分離中継端子板である。
【０１５０】
　以上のように構成されるスロットマシン１は、ケース部材４００を外本体１００に装着
し、必要な配線を完了した完成品の状態で工場から出荷される。そして、その完成品のま
ま遊技場の遊技機設置島に取り付けられるが、このとき図２４想像線のように、外本体１
００の天板１０３と遊技機設置島の上桟６００とを木ねじ等の固定部材６０１で止める場
合は、扉形前面部材２００と画像表示体５００を開放し、外本体１００の貫通孔１３２に
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対しケース部材４００の内側から天窓部４４３越しに固定部材６０１を挿通させ、さらに
ドライバー等の工具６０２で天窓部４４３越しに固定部材６０１を締め付けて外本体１０
０の天板１０３と遊技機設置島の上桟６００とを固定的に連結する。なお、貫通孔１３２
は複数設けられているため、必要に応じてその中から任意に選択して使用することができ
る。例えば、上桟６００の位置やサイズにばらつきがあってもその上桟６００に対応する
貫通孔１３２を選択することができる。また、遊技機をまるごと入れ替える場合に、使用
する貫通孔１３２を変更すれば、上桟６００の同じ位置に固定部材６０１の穴が開く弊害
（いわゆる、ばか穴化）が防止できる。
【０１５１】
　ところで、図２４に示したように外本体１００とケース部材４００の間には隙間Ｓが形
成されており、画像表示体５００等から発生した熱が画像表示体５００の冷却ファン（図
示せず）で煽られ、ケース部材４００の天窓部４４３から前記隙間Ｓを通って背板１０４
の通気口１３３に至り、そこから遊技機設置島の内部に抜ける。このとき背板１０４とケ
ース部材４００の間に配線中継部材１１３がありこれが障壁のごとく作用して前記隙間Ｓ
を広範囲に塞ぐから、隙間Ｓを流れる熱気がこの部分で遮られ、配線中継部材１１３より
上方にある背板１０４の通気口１３３から積極的に外部に放出される。従って放熱効果が
高い。
【０１５２】
［主基板ボックス－カバー部材］
　図４２及び図４３に示すように、主基板ボックス４０９は、ケース部材４００の後面板
４０５の前面側に固定されている。つまり、ケース部材４００の内部に固定されている。
この主基板ボックス４０９は、透明樹脂からなる前カバー４５１及び後カバー４５２と、
前カバー４５１及び後カバー４５２とを封印する封印機構４５３とを備えている（図４６
参照）。これら前カバー４５１及び後カバー４５２によって形成される箱体の内部に主基
板４５０が固定され、封印機構４５３によって封印されることで、主基板４５０が主基板
ボックス４０９内に封印（封入）されるようになっている。
【０１５３】
　主基板ボックス４０９における封印機構４５３は、主基板ボックス４０９の一辺側（図
４２中、右側の辺）に配置されていると共に、一度封印すると、前カバー４５１と後カバ
ー４５２とが互いに離れないように係止（封印）する封印部４５３ａを備えており、本例
では、封印部４５３ａが二つ並んで配置されている。この主基板ボックス４０９を解封す
るためには、封印された封印部４５３ａを破壊或いは削除したりする必要があり、解封の
痕跡が残るようになっているので、不正に主基板ボックス４０９が開封されたか否かが判
り、主基板４５０に対する不正行為を防止できるようになっている。
【０１５４】
　また、主基板ボックス４０９は、透明樹脂により形成されており、内部に封印された主
基板４５０を外部から視認することができ、主基板ボックス４０９内に不正な主基板や、
不正な電子部品等が取付けられていないか否かを確認することができ、これによっても、
不正行為が行われるのを防止できるようになっている。
【０１５５】
　更に、主基板ボックス４０９には、ケース部材４００と主基板ボックス４０９との間を
封止する封止機構４５４を更に備えている。この封止機構４５４は、図示するように、封
印機構４５３の上側に配置されており、四つの封止部４５４ａを備えている。これら封止
部４５４ａは、ケース部材４００の後面板４０５に固定された金属製の封止板４５４ｂに
対して封止されるようになっている。また、図示は省略するが、後面板４０５に対する封
止板４５４ｂの固定部は、主基板ボックス４０９がケース部材４００に固定されると隠蔽
される位置に配置され、主基板ボックス４０９がケース部材４００に固定された状態では
、封止板４５４ｂをケース部材４００から取外せないようになっており、不正行為に対す
る防犯性が高められている。
【０１５６】
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　この封止機構４５４もまた、封印機構４５３と同様の構成とされ、ケース部材４００か
ら主基板ボックス４０９を外すためには、封止された封止部４５４ａを主基板ボックス４
０９から削除する等する必要があり、ケース部材４００から主基板ボックス４０９が外さ
れた痕跡が、主基板ボックス４０９側及びケース部材４００側の何れにも残るようになっ
ており、不正に外されたか否かが判るので、防犯性が高く、不正行為が行われるのを防止
することができるようになっている。
【０１５７】
　一方、主基板ボックス４０９には、図４５及び図４６に示すように、主基板４５０によ
り制御される遊技内容の各種設定を変更したり、スロットマシン１の作動をリセットした
りすることができる操作部４５５が備えられている。この操作部４５５は、主基板ボック
ス４０９の正面視右下側に配置されていると共に、外部に露出するように備えられている
。この操作部４５５には、本例では、「ビッグボーナス」等の特別有利状態の発生終了後
にスロットマシン１の作動を停止させるか否かを設定する打止めスイッチ４５５ａ、特別
有利状態の発生終了後にスロットマシン１内に投入貯留されたメダルを清算（返却）する
か否かを設定する清算スイッチ４５５ｂ、スロットマシン１の作動をリセットするリセッ
トスイッチ４５５ｃ、及び、リセットスイッチ４５５ｃにより特別有利状態等が発生する
確率等の各種設定を変更可能とするか否かを許可するための設定キー４５５ｄとを備えて
いる。そして、この主基板ボックス４０９の操作部４５５は、図４２及び図４３等に示す
ように、カバー部材４５６によって被覆されており、カバー部材４５６が閉じられた状態
では、操作部４５５を操作することができないようになっている。
【０１５８】
　この操作部４５５を被覆するカバー部材４５６は、透明樹脂により形成されていると共
に、その表面側の操作部４５５における打止めスイッチ４５５ａ，清算スイッチ４５５ｂ
，リセットスイッチ４５５ｃ，設定キー４５５ｄに夫々対応する位置に、各スイッチの名
称やスイッチのオン・オフ方向等を案内表示する案内表示部４５６ａが備えられている。
これにより、カバー部材４５６を通して操作部４５５が視認できると共に、操作部４５５
の各スイッチの設定状態等が認識できるようになっている。
【０１５９】
　このカバー部材４５６は、正面視右側端部において、ケース部材４００の後面板４０５
に回動可能に支持されている。具体的には、ケース部材４００の後面板４０５には、上下
方向に延びる回動軸４０５ａが形成されていると共に、カバー部材４５６の右側端部に軸
受部４５６ｂが形成されており、カバー部材４５６の軸受部４５６ｂを回動軸４０５ａに
対して弾性係止させることで、カバー部材４５６がケース部材４００の回動軸４０５ａに
対して回動可能に軸支されるようになっている。
【０１６０】
　また、カバー部材４５６は、主基板ボックス４０９の操作部４５５を被覆する閉位置の
時に、固定手段４５７によってケース部材４００に固定されるようになっている。この固
定手段４５７は、ケース部材４００に固定された主基板ボックス４０９と、カバー部材４
５６を軸支するケース部材４００の回動軸４０５ａとの間に配置され、ケース部材４００
の後面板４０５から前方へ突出するボス部４０５ｂ先端に形成された被固定部としての貫
通孔４５７ａと、貫通孔４５７ａに固定可能とされカバー部材４５６に配置された固定機
構４５７ｂとから構成されている。
【０１６１】
　この固定機構４５７ｂは、所謂、ボタン形パネルファスナーとされており、カバー部材
４５６の所定位置に穿設された取付孔４５６ｃに取付けられるグロメット４５７ｃと、カ
バー部材４５６の表面側からグロメット４５７ｃ内に挿入されるプランジャ４５７ｄとか
ら構成されている。この固定機構４５７ｂのグロメット４５７ｃは、先端側端部から基端
側へ向かって延びる複数のスリットによって少なくとも先端端部が周方向に複数に分割さ
れた円筒状の固定筒部４５７ｃ１と、固定筒部４５７ｃ１の先端側とは反対側の基端側端
部外周に形成された円環状の鍔部４５７ｃ２とを主に備えている（図４６（ア）参照）。
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また、プランジャ４５７ｄは、グロメット４５７ｃの固定筒部４５７ｃ１内に挿入可能な
軸部４５７ｄ１と、軸部４５７ｄ１の基端側に形成された円盤状のボタン部４５７ｄ２と
を主に備えている（図４６（ア）参照）。
【０１６２】
　この固定機構４５７ｂは、グロメット４５７ｃ内に挿入されたプランジャ４５７ｄの挿
入位置によって、グロメット４５７ｃの固定筒部４５７ｃ１が拡径したり、拡径が解除さ
れたりするようになっており、グロメット４５７ｃの固定筒部４５７ｃ１を拡径させるこ
とで、固定筒部４５７ｃ１の外周を貫通孔４５７ａに係止させたり内周に圧着させたりし
て、貫通孔４５７ｃに固定機構４５７ｂが固定されるようになっている。なお、本例では
、図４６（エ）に示すように、プランジャ４５７ｄを押し込んだ状態では固定筒部４５７
ｃ１が拡径し、同図（ア）～（ウ）に示すように、プランジャ４５７ｄを引いた状態では
固定筒部４５７ｃ１の拡径が解除されるようになっている。
【０１６３】
　一方、固定手段４５７における貫通孔４５７ａは、図４５及び図４６に示すように、後
面側が略円形状とされると共に、前面側に、少なくともカバー部材４５６を軸支する回動
軸４０５ａの方向に向かって広がる逃し部４５７ａ１が形成されている。この逃し部４５
７ａ１によってカバー部材４５６を閉位置に回動させる際に、固定機構４５７ｂのグロメ
ット４５７ｃが、貫通孔４５７ａ周辺のボス部４０５ｂに接触し難くなり、グロメット４
５７ｃを問題なく貫通孔４５７ａ内に挿入させることができるようになっている。なお、
グロメット４５７ｃは、カバー部材４５６に対して多少のガタツキを有した状態で取付け
られており、仮にグロメット４５７ｃがボス部４０５ｂに接触しても、ガタツキによりグ
ロメット４５７ｃが逃げて、カバー部材４５６が閉まらなくなったり、グロメット４５７
ｃが貫通孔４５７ａに挿入されなかったりする問題が発生しないようになっている。
【０１６４】
　このように、本実施形態のスロットマシン１によると、主基板４５０が封入された主基
板ボックス４０９に遊技内容等の設定を変更する操作部４５５を配置すると共に、主基板
ボックス４０９が固定されるケース部材４００に操作部４５５を被覆するカバー部材４５
６を備えるようにしているので、カバー部材４５６によって操作部４５５を不正に操作さ
れるのを防止することができると共に、主基板４５０と操作部４５５とを電気的に接続す
る部分に対して不正行為が行われるのを防止することができ、遊技内容の設定等が不正に
変更されるのを防止することができる。
【０１６５】
　また、カバー部材４５６が、ケース部材４００に回動可能に支持されていると共に、固
定手段４５７によって主基板ボックス４０９を介さずにケース部材４００に固定されるよ
うにしているので、主基板ボックス４０９に、カバー部材４５６を回動させたり固定した
りするためのヒンジ孔や貫通孔等を形成する必要がなく、カバー部材４５６が万が一取外
されても、主基板ボックス４０９に不正行為が可能となるような孔が形成されておらず、
主基板４５０に対して深刻な不正行為が行われるのを防止することができる。
【０１６６】
　また、カバー部材４５６が固定手段４５７によって操作部４５５を被覆した状態で固定
されており、操作部４５５を操作する場合、固定手段４５７による固定を解除させる必要
があり、カバー部材４５６を容易に開けられないようにしているので、操作部４５５を操
作して遊技内容等の設定が不正に変更されるのを防止することができる。
【０１６７】
　更に、主基板ボックス４０９の操作部４５５を被覆するカバー部材４５６を、ケース部
材４００に回動支持させたり固定したりするようにしているので、主基板ボックス４０９
にカバー部材４５６を支持したり固定したりするヒンジ機構や固定手段等を備える必要が
なく、主基板ボックス４０９に係る部品点数が増加するのを抑制することができ、交換品
である主基板ボックス４０９のコストが増加するのを抑制することができる。
【０１６８】
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　また、カバー部材４５６に、操作部４５５と対応した表面側の位置に操作部４５５を案
内表示する案内表示部４５６ａを備えおり、これにより、操作部４５５を操作するための
マニュアル等の説明書がなくても、容易に操作部４５５を操作して設定変更等をすること
ができる。また、カバー部材４５６を、後側が視認可能な透光性を有した部材としており
、操作部４５５を被覆した状態でも、カバー部材４５６を通して操作部４５５を視認する
ことができるので、操作部４５５を構成する各スイッチの状況を認識することができ、カ
バー部材４５６を開けなくてもスロットマシン１の設定状態を確認することができる。
【０１６９】
　更に、固定手段４５７を、カバー部材４５６が操作部４５５を被覆する閉位置の時に、
カバー部材４５６を軸支する回動軸４０５ａと、主基板ボックス４０９との間の位置に配
置しているので、カバー部材４５６を軸支する回動軸４０５ａ側とは、操作部４５５を挟
んで反対側に主基板ボックス４０９が続いていても、カバー部材４５６を必要以上に長く
しなくても済み、カバー部材４５６に係るコストが増加するのを抑制することができる。
また、上述の通り、カバー部材４５６を必要以上に長くしなくても良いので、相対的にカ
バー部材４５６の剛性が高くなり、主基板ボックス４０９とカバー部材４５６との間に工
具等が差し込まれても、カバー部材４５６が変形し難く、不正行為が行われるのを防止す
ることができる。
【０１７０】
　また、カバー部材４５６をケース部材４００へ固定するための固定手段４５７の主たる
固定機構４５７ｂが、カバー部材４５６側に配置されているので、固定機構４５７ｂが作
業者等から見て手前側に配置されることとなり、カバー部材４５６をケース部材４００に
固定したり、固定を解除したりする作業をし易くすることができると共に、固定機構４５
７ｂが見易くなるので、目視だけでもカバー部材４５６が確実に固定されているか否かを
判別し易くなり、カバー部材４５６の不完全固定や固定のし忘れなどを防止しカバー部材
４５６を確実にケース部材４００に固定させて、不正行為が行われるのを防止することが
できる。
【０１７１】
　更に、カバー部材４５６を固定する場合は、ケース部材４００の貫通孔４５７ａにグロ
メット４５７ｃを挿通させた上で、カバー部材４５６の表側からグロメット４５７ｃにプ
ランジャ４５７ｄを押し込み挿入することでグロメット４５７ｃを拡径させて、貫通孔４
５７ａに対してグロメット４５７ｃを圧着させたり係止させたりすることで、グロメット
４５７ｃを貫通孔４５７ａに固定し、而して、カバー部材４５６をケース部材４００に固
定させて、操作部４５５に対する不正な操作を防止することができる。なお、固定を解除
する場合は、プランジャ４５７ｄを引いてグロメット４５７ｃが拡径しない位置に移動さ
せて、貫通孔４５７ａへのグロメット４５７ｃによる圧着や係止を緩めることで、固定手
段４５７によるカバー部材４５６の固定を解除させることができる。
【０１７２】
　また、カバー部材４５６の表側からプランジャ４５７ｄを進退させることで、カバー部
材４５６を固定したり、固定を解除したりすることができるので、カバー部材４５６の固
定作業等を簡単に行うことができると共に、プランジャ４５７ｄの押し込み（進退）度合
いによってカバー部材４５６が固定されているか否かを認識することができ、カバー部材
４５６の不完全固定や固定のし忘れなどを防止しカバー部材４５６を確実にケース部材４
００に固定させて、不正行為が行われるのを防止することができる。
【０１７３】
　更に、貫通孔４５７ａの前面側に逃し部４５７ａ１が形成させているので、図４６（ア
）～（エ）に示すように、カバー部材４５６を回動させて固定する際に、カバー部材４５
６に備えられたグロメット４５７ｃが、貫通孔４５７ａの周辺に当接するのを回避させて
、グロメット４５７ｃをスムーズに貫通孔４５７ａへと進入させることができ、固定手段
４５７をカバー部材４５６の軸支部に近い位置に配置しても、カバー部材４５６を確実に
固定させることができる。また、貫通孔４５７ａの後面側が略円形状とされているので、
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少なくとも、貫通孔４５７ａの後面側においては、貫通孔４５７ａの全周に亘ってグロメ
ット４５７ｃの外周と当接し、グロメット４５７ｃ、つまり、固定機構４５７ｂによる固
定強度が低下するのを防止して、カバー部材４５６が外されて不正行為が行われるのを防
止することができる。
【０１７４】
　また、遊技が行われる遊技ユニットとしてのリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ等を
支持するケース部材４００の内部に主基板ボックス４０９を固定するようにしているので
、主基板ボックス４０９が外本体１００に加えて更にケース部材４００によって覆われる
こととなり、主基板ボックス４０９の操作部４５５に対する不正行為を、より行い難くす
ることができ、防犯性能を高めることができると共に、操作部４５５が不正に操作されて
遊技内容の設定等が不正に変更されるのを確実に防止することができる。
【０１７５】
　なお、上述したカバー部材４５６に対して、主基板ボックス４０９の交換作業の際にカ
バー部材４５６を邪魔にならない開位置に保持する保持手段４６１（詳細は、後述する）
を備えるようにしても良い。
【０１７６】
　以上、上記の実施形態では、カバー部材４５６が左右方向に開閉（回動）するものを示
したが、カバー部材４５６を上下方向に回動するようにしても良く、この場合の具体的な
構成を図４７乃至図４９に基いて詳細に説明する。図４７は上下方向に回動するカバー部
材を閉位置及び開位置の状態で夫々示す斜視図、図４８は図４７のカバー部材を閉位置か
ら開位置への回動する動作を断面で示す説明図、図４９は図４８に続きカバー部材を開位
置に保持する動作を断面で示す説明図である。なお、上記と同様の構成については同じ符
号を付してある。
【０１７７】
　図４７乃至図４９に示すように、この実施形態では、主基板ボックス４０９が縦長とな
るように遊技機（例えば、スロットマシン１）に取付けられると共に、主基板ボックス４
０９の上部に、操作部４５５が配置されている。この操作部４５５には、打止めスイッチ
４５５ａ、リセットスイッチ４５５ｃ、及び設定キー４５５ｄが、備えられている。本例
では、主基板ボックス４０９が、板状のベース部材４６０に着脱可能に固定されるように
なっており、このベース部材４６０に対して主基板ボックス４０９が、上述した封止機構
４５４と同様の機構によって互いに封止されている。なお、ベース部材に対する主基板ボ
ックスの着脱方向は、ベース部材に対して略垂直な方向とされている。
【０１７８】
　本例もまた、この操作部４５５を被覆するように、カバー部材４５６が備えられており
、縦長に配置されたカバー部材４５６の上部両側面から外方へ突出する回動軸４５６ｄが
ベース部材４６０によって回動可能に軸支されることで上下方向に回動するようになって
いる。また、上記の実施形態と同様に、カバー部材４５６が軸支される部位と、ベース部
材４６０に固定された主基板ボックス４０９との間の位置に、カバー部材４５６を操作部
４５５を被覆する閉位置の状態に固定する固定手段４５７が備えられている。なお、本例
では、固定手段４５７の貫通孔４５７ａが、ベース部材４６０から前方へ突出するボス部
４６０ａの先端に形成されていると共に、貫通孔４５７ａの前面側には、固定手段４５７
の固定機構４５７ｂとの接触を回避させる逃し部４５７ａ１が形成されている（図４８及
び図４９参照）。
【０１７９】
　ベース部材４６０には、固定された主基板ボックス４０９における操作部４５５の上側
で更にベース部材４６０に形成されたボス部４６０ａよりも上側に、カバー部材４５６を
ベース部材４６０に対して略垂直に延びた状態となる開位置の状態に保持することができ
る保持手段４６１が備えられている。この保持手段４６１は、カバー部材４５６の回動軸
４５６ｄを回動可能且つベース部材４６０に対して略垂直な方向にスライド可能に支持す
る長孔状の回動軸支持部４６１ａと、回動軸支持部４６１ａの延びる方向にカバー部材４
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５６を開位置の状態でスライドさせることでカバー部材４５６の一部を収容保持する収容
保持部４６１ｂとを備えている。
【０１８０】
　この保持手段４６１の収容保持部４６１ｂは、ベース部材４６０の前面からベース部材
４６０に対して略垂直方向（前方）に延び、カバー部材４５６の左右幅よりも若干広い間
隔で左右方向に立設された一対の側壁部４６１ｂ１と、側壁部４６１ｂ１の上端同士を連
結する板状の天壁部４６１ｂ２と、天壁部４６１ｂ２と略平行に配置され側壁部４６１ｂ
１の下部同士を連結する底壁部４６１ｂ３とから構成されている。これら、側壁部４６１
ｂ１、天壁部４６１ｂ２、及び底壁部４６１ｂ３によって、収容保持部４６１ｂが、前方
側が開放された箱状に形成されている。なお、本例では、側壁部４６１ｂ１と天壁部４６
１ｂ２が、同じ長さで前方に延びており、底壁部４６１ｂ３が側壁部４６１ｂ１よりも略
半分の長さで前方に延びている。
【０１８１】
　この保持手段４６１の収容保持部４６１ｂにおける左右の側壁部４６１ｂ１には、夫々
回動軸支持部４６１ａが形成されている。また、天壁部４６１ｂ２には、前方に開いた切
欠き部４６２が形成されており、収容保持部４６１ｂ内にカバー部材４５６を保持する際
に、カバー部材４５６に備えられた固定機構４５７ｂが天壁部４６１ｂ２に当接しないよ
うになっている（図４７（Ｂ）等参照）。
【０１８２】
　図４７及び図４８に示すように、このカバー部材４５６は、基端側としての回動軸４５
６ｄとは反対側の先端側が下方に垂下した位置の状態、つまり、主基板ボックス４０９の
操作部４５５を被覆した閉位置の状態で、固定手段４５７の固定機構４５７ｂにおけるプ
ランジャ４５７ｄを押し込むことで固定機構４５７ｂのグロメット４５７ｃが拡径して、
グロメット４５７ｃが貫通孔４５７ａに圧着係止され、而して、カバー部材４５６が閉位
置に固定されるようになっている（図４８（ア）参照）。一方、固定機構４５７ｂのプラ
ンジャ４５７ｄを手前（図中左側）に引くことでグロメット４５７ｃの拡径が解除され、
カバー部材４５６を開位置へ回動させてカバー部材４５６を開くことができるようになる
（図４８（イ）参照）。
【０１８３】
　プランジャ４５７ｄを手前に引いて固定機構４５７ｂによる固定を解除した状態で、カ
バー部材４５６の先端を上方へ持ち上げることで、カバー部材４５６が回動軸４５６ｄ周
りに回動する。この際に、固定手段４５７の貫通孔４５７ａに逃し部４５７ａ１が形成さ
れており、貫通孔４５７ａから固定機構４５７ｂのグロメット４５７ｃがスムーズに抜け
るようになっている。また、この逃し部４５７ａ１により、カバー部材４５６を閉位置へ
回動させる際にも、グロメット４５７ｃが貫通孔４５７ａ内へスムーズに挿通されるよう
になっている。
【０１８４】
　そして、図４９に示すように、カバー部材４５６が略水平方向に延びる閉位置に回動さ
せた状態で、カバー部材４５６を後方（図中、右方向）へスライドさせて、カバー部材４
５６の基端側を収容保持部４６１ｂ内へ収容させる。この際に、カバー部材４５６の回動
軸４５６ｄが、長孔状の回動軸支持部４６１ｂ内を摺動することとなる。このようにして
、カバー部材４５６が収容保持部４６１ｂに保持され、作業者がカバー部材４５６から手
を離しても、カバー部材４５６が動くことが無く、主基板ボックス４０９の交換作業の邪
魔にならない位置に保持される。なお、カバー部材４５６を閉位置に固定する場合は、上
記の逆の手順を行うことで、カバー部材４５６を閉位置に固定することができる。
【０１８５】
　このように、本実施形態によると、主基板ボックス４０９を交換する際に、保持手段４
６１によって主基板ボックス４０９の操作部４５５を被覆するカバー部材４５６を邪魔に
ならない開位置に保持することができるので、カバー部材４５６が主基板ボックス４０９
の交換作業に支障を来たすことがなく、操作部４５５を被覆するカバー部材４５６を主基
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板ボックス４０９が固定されるベース部材４６０に支持させるようにしても、主基板ボッ
クス４０９の交換作業性を低下させること無く、遊技内容の設定等を変更する操作部４５
５が不正に操作されるのを防止して、遊技内容の設定等を不正に変更されるのを防止する
ことができる。
【０１８６】
　また、カバー部材４５６をベース部材４６０から取外さなくても主基板ボックス４０９
を交換することができるので、主基板ボックス４０９の交換の際に、カバー部材４５６を
取外す手間を簡略化することができると共に、取外したカバー部材４５６を紛失したりカ
バー部材４５６を付け忘れたりするのを防止することができ、カバー部材４５６によって
操作部４５５を確実に被覆させて、防犯性が低下するのを防止することができる。
【０１８７】
　更に、収容保持部４６１ｂや回動軸４５６ｄを、ベース部材４６０やカバー部材４５６
と一体形成するようにしているので、保持手段４６１に対して部品点数等が増加するのを
防止して、コストが高くなるのを抑制することができる。
【０１８８】
　また、カバー部材４５６の回動軸４５６ｄを、カバー部材４５６の上部で略水平方向に
延びるようにしているので、これにより、カバー部材４５６は重力によって、常に主基板
ボックス４０９の操作部４５５を被覆する方向に位置しようとし、主基板ボックス４０９
を交換する際に、カバー部材４５６が下がって邪魔になり易く、作業者に対してカバー部
材４５６の存在を強く意識させ易くすることができ、交換作業後にカバー部材４５６によ
るカバーのし忘れを防止することができると共に、保持手段４６１によりカバー部材４５
６を邪魔にならない開位置に保持することができ、交換作業をし易くすることができる。
【０１８９】
　なお、上記の実施形態では、主基板ボックス４０９の上側にカバー部材４５６を配置す
ると共に、カバー部材４５６の回動軸４５６ｄが略水平方向に延びたものを示したが、カ
バー部材４５６を回動可能に支持する回動軸４５６ｄの延びる方向が、何れの方向であっ
ても保持手段４６１によってカバー部材４５６を開位置に保持することができるので、カ
バー部材４５６における回動軸４５６ｄが延びる方向に制限がなく、何れの方向に延びる
ようにしても良く、これにより、主基板ボックス４０９に対するカバー部材４５６を軸支
する位置や方向を任意のものとしても良く、主基板ボックス４０９、操作部４５５、及び
カバー部材４５６等を配置する際の設計自由度を高くすることができる。
【０１９０】
［始動レバーのアース］
　本実施形態のスロットマシン１では、始動レバー２１０において遊技者からの静電気を
アースすることができるようになっており、その具体的な構成について、主に図５０及び
図５１に基づいて説明する。図５０（Ａ）はスロットマシンにおける始動レバーが配置さ
れた部位を拡大して示す斜視図であり、（Ｂ）は（Ａ）における扉形前面部材と始動レバ
ーとを分解して示す斜視図である。図５１は、始動レバーが扉形前面部材に取付けられた
状態で要部を示す横断面平面図である。
【０１９１】
　本実施形態における始動操作部としての始動レバー２１０は、遊技者が操作する略球形
状のツマミ部２１０ａと、ツマミ部２１０ａから後方へ延出する金属製の延出部２１０ｂ
と、延出部２１０ｂをツマミ部２１０ａと共に回動可能に軸支する金属製の軸部２１０ｃ
と、軸部２１０ｃをその両端が外部へ露出した状態で支持する樹脂製のケース部２１０ｄ
と、ツマミ部２１０ａと共に回動し延出部２１０ｂの後端に配置された検知片２１０ｅと
、検知片２１０ｅを非接触で検知すると共にケース部２１０ｄに支持される検知センサ２
１０ｆとを備えている。なお、検知センサ２１０ｆは、フォトセンサとされている。
【０１９２】
　この始動レバー２１０におけるケース部２１０ｄには、その後端に軸直角方向外方へ延
びるフランジ部２１０ｄ１が形成されている。このフランジ部２１０ｄ１には、始動レバ
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ー２１０を扉形前面部材２００に取付け固定するための取付孔２１０ｄ２が複数穿設され
ている。また、ケース部２１０ｄの後端には、検知センサ２１０ｆを支持すると共に検知
片２１０ｅ及び検知センサ２１０ｆを覆う被覆カバー２１０ｇを固定するカバー固定部２
１０ｄ３が形成されている。なお、本例のケース部２１０ｄには、短繊維を含有した強度
の高い樹脂が用いられている。
【０１９３】
　本例の始動レバー２１０は、先端にツマミ部２１０ａを備えた延出部２１０ｂが、水平
方向で且つ左右方向に延びるように配置された軸部２１０ｃによって回動可能に軸支され
ており、軸部２１０ｃを中心としてツマミ部２１０ａが上下方向に所定角度範囲内、回動
するようになっている。なお、延出部２１０ｂは、図５１に示すように、コイルばね２１
０ｈによって、延出部２１０ｂの延びる軸方向が、ケース部２１０ｄの延びる軸方向と略
同一方向となるように付勢されており、遊技者が手等でツマミ部２１０ａを下方或いは上
方へ操作した後にツマミ部２１０ａを放すと、ツマミ部２１０ａが略中央の位置に復帰す
るようになっている。また、軸部２１０ｃは、その軸方向に遊動できるようにケース部２
１０ｄに支持されている。
【０１９４】
　この始動レバー２１０は、図５０（Ｂ）に示すように、支持部材としての扉形前面部材
２００の所定位置（操作部２０２の左側）に形成された取付支持部２００ａに取付支持さ
れるようになっている。この取付支持部２００ａは、円筒状の内面を有した貫通孔とされ
、扉形前面部材２００の後側から始動レバー２１０を挿入して取付けるようになっている
。また、図示は省略するが、取付支持部２００ａの後面側には、始動レバー２１０におけ
るケース部２１０ｄのフランジ部２１０ｄ１に形成された取付孔２１０ｄ２と対応するよ
うに複数の固定孔が備えられており、この固定孔に、始動レバー２１０におけるフランジ
部２１０ｄ１の後側から取付孔２１０ｄ２を通して所定のビス２１０ｉをねじ込むことで
、始動レバー２１０を扉形前面部材２００に取付固定できるようになっている。
【０１９５】
　この取付支持部２００ａの内面には、左右方向に互いに対向するようにアルミテープ２
００ｂが貼り付けられている。このアルミテープ２００ｂは、片面に粘着剤が備えられて
おり、取付支持部２００ａに取付けられた始動レバー２１０のケース部２１０ｄから露出
する軸部２１０ｃの両端に望む位置に配置されている。取付支持部２００ａに貼り付けら
れたアルミテープ２００ｂは、詳細な図示は省略するが、扉形前面部材２００におけるメ
ッキ処理が施されたメッキ部品（例えば、操作部２０２を形成する操作パネル等）と電気
的に接触している。そして、メッキ部品は、他のメッキ部品を介して金属製の錠装置２１
５、及び外本体１００に対して回転する回転軸１００ａを備えたヒンジ金具等を介して外
本体１００へと電気的に接続され、更に、外本体１００側の錠装置２１５及びヒンジ金具
により枠状に形成された補強金具を介して、電源装置１１２のアース線と接続されて、ス
ロットマシン１の外部へアースされている。
【０１９６】
　なお、アルミテープ２００ｂからメッキ部品へのアース接続としては、メッキ部品のメ
ッキ部分に対して、アルミテープ２００ｂを接触させる他に、直接的に接続させるように
しても良いし、非接触状態としてアルミテープ２００ｂとメッキ部分との間で静電気が閃
落することで電気的に導通させるようにしても良い。
【０１９７】
　また、アルミテープ２００ｂによるメッキ部品への電気的な接触として、メッキ部品は
意匠面となる表面側にメッキが施されているものであるが、一般的にそのメッキ処理の過
程で、部品の裏面側（少なくとも裏面側の一部）にもメッキが施されてしまい、その裏面
側のメッキ部分に対してアルミテープ２００ｂ等を接触させて電気的に接続することが望
ましく、これにより、アルミテープ２００ｂ等がスロットマシン１の表面側に露出して意
匠性が損なわれるのを防止することができると共に、アース線等の配線コードを用いた場
合と比較して、アースにかかる手間や部材を簡略化することができる。
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【０１９８】
　また、本実施形態では、始動レバー２１０における軸部２１０ｃの長さＬ１は、扉形前
面部材２００の取付支持部２００ａに対向配置されたアルミテープ２００ｂの配置間距離
をＷ、始動レバー２１０における検知片２１０ｅと検知センサ２１０ｆとの最短距離をＳ
１とすると（図５１参照）、下記の
　　Ｗ＞Ｌ１＞Ｗ－２Ｓ
を充足する範囲内とされている。これにより、ツマミ部２１０ａにおいて遊技者側からの
静電気を、軸部２１０ｃとアルミテープ２００ｂとの間で導通（閃落）させて、アースさ
せることができるようになっており、ツマミ部２１０ａからの静電気が、検知片２１０ｅ
から検知センサ２１０ｆへ閃落して、検知センサ２１０ｆが破損したり、誤作動したりす
るのを防止できるようになっている。
【０１９９】
　なお、本実施形態では、軸部２１０ｃの両端側にアルミテープ２００ｂを配置したもの
を示したが、軸部２１０ｃの一端側のみにアルミテープ２００ｂを配置したものとしても
良い。この場合、静電気がアルミテープ２００ｂ側に確実に導通（閃落）するように、軸
部２１０ｃの長さＬ１を適宜選択することが望ましい。因みに、片側のみにアルミテープ
２００ｂを配置した例では、軸部２１０ｃの端部とアルミテープ２００ｂとの最大距離が
約０．６１ｍｍとなるように、軸部２１０ｃの長さＬ１が設定されている。
【０２００】
　このように、上述した実施形態によると、遊技者からツマミ部２１０ａに伝わった静電
気が、金属製の軸部２１０ｃを介して取付支持部２００ａ側へ導通されてアースされるの
で、ツマミ部２１０ａから入力された静電気が、検知片２１０ｅから検知センサ２１０ｆ
へ閃落するのを回避させて検知センサ２１０ｆが破損したり誤作動したりするのを防止す
ることができる。
【０２０１】
　また、始動レバー２１０を扉形前面部材２００の取付支持部２００ａに支持させるだけ
で、始動レバー２１０と扉形前面部材２００との間をアース線で接続しなくても、軸部２
１０ｃと取付支持部２００ａとを導通させることができるので、始動レバー２１０の交換
の際に、アース線を外したり付けたりする必要がなく、始動レバー２１０の交換作業性を
低下させることなく、始動レバー２１０に係る静電気を良好にアースすることができる。
【０２０２】
　また、アルミテープ２００ｂを、ケース部２１０ｄから露出する軸部２１０ｃを望むよ
うに取付支持部２００ａに配置すると共にアース接続するようにしているので、メッキが
施されていない部品に対しても、アルミテープ２００ｂを介して軸部２１０ｃから良好に
アースを取ることができ、扉形前面部材２００にかかるコストが増加するのを抑制するこ
とができる。また、アルミテープ２００ｂは塑性変形後の形状が保持され易いので、取付
支持部２００ａの所望の位置に保持し易く、後付けであっても、簡単にアルミテープ２０
０ｂを扉形前面部材２００に備えることができる。
【０２０３】
　更に、検知センサ２１０ｆにおける検知片２１０ｅと対面する部分に、金属等の導電性
の高い材料が用いられていても、軸部２１０ｃと取付支持部２００ａ（アルミテープ２０
０ｂ）との距離が、検知片２１０ｅと検知センサ２１０ｆとの最短距離Ｓ１よりも短い距
離とされているので、ツマミ部２１０ａから入力された静電気が、検知片２１０ｅと検知
センサ２１０ｆとの間よりも、軸部２１０ｃと取付支持部２００ａとの間で閃落（導通）
する確率が非常に高くなり、静電気が検知センサ２１０ｆに閃落して破損したり誤作動し
たりするのを効果的に防止することができる。
【０２０４】
　また、始動レバー２１０における軸部２１０ｃの両端が、ケース部２１０ｄから外部へ
露出しており、軸部２１０ｃの両端において、ツマミ部２１０ａからの静電気を取付支持
部２００ａ側へ導通させることができるので、検知片２１０ｅと検知センサ２１０ｆとの
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間以外で導通可能な個所が増え、相対的に検知センサ２１０ｆへ導通する確率を低くする
ことができ、静電気による検知センサ２１０ｆの破損等を防止すると共に、ツマミ部２１
０ａからの静電気を良好にアースすることができる。
【０２０５】
　更に、始動レバー２１０の軸部２１０ｃが、その軸方向へ遊動可能にケース部２１０ｄ
に支持されており、始動レバー２１０のケース部２１０ｄにおいて軸部２１０ｃが軸方向
に遊動することで、軸部２１０ｃにおける両端の何れか一方と取付支持部２００ａ（アル
ミテープ２００ｂ）との距離が短くなるので、距離が短くなった側で取付支持部２００ａ
と閃落し易くなり、ツマミ部２１０ａからの静電気を、軸部２１０ｃを介して取付支持部
２００ａ側へ良好に導通してアースすることができる。
【０２０６】
　また、軸部２１０ｃを遊動可能に支持しているので、取付支持部２００ａに始動レバー
２１０を取付けた後に、ツマミ部２１０ａの操作や振動等によって軸部２１０ｃが軸方向
に移動して、軸部２１０ｃの端部が取付支持部２００ａ（アルミテープ２００ｂ）と接触
することがあり、これにより、軸部２１０ｃと取付支持部２００ａとが直接電気的に接続
されることとなり、ツマミ部２１０ａからの静電気を確実に取付支持部２００ａ側へアー
スさせることができる。
【０２０７】
　更に、取付支持部２００ａに、一方の面に粘着剤が配置されたアルミテープ２００ｂを
貼り付けるようにしているので、アルミテープ２００ｂに備えられた粘着剤により、取付
支持部２００ａにアルミテープ２００ｂを貼り付けて取付支持部２００ａに固定すること
ができ、メッキ等が施されていない部品に対しても、簡単にアルミテープ２００ｂを固定
して、始動レバー２１０の軸部２１０ｃと導通させて静電気を良好にアースすることがで
きる。また、始動レバー２１０の交換作業等によりアルミテープ２００ｂが破損したり摩
耗したりしても、アルミテープ２００ｂを容易に交換することができ、不具合の発生に対
して簡単に対応することができる。
【０２０８】
［画像表示体－枠部材－リール－ケース部材］
　次に、ユニット支持部材としてのケース部材４００に支持された画像表示体５００、枠
部材５０１、及び図柄変動表示装置３００の各リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの関
係について、主に図５２乃至図５４を基に説明する。図５２は、遊技ユニットを前から見
た斜視図であり、図５３（ａ）は遊技ユニットの正面図、（ｂ）は遊技ユニットの側面図
である。また、図５４は、図５３（ａ）におけるＢ－Ｂ線で切断して示す断面図である。
【０２０９】
　これまでに上述したように、ケース部材４００には、その内部に主基板ボックス４０９
、図柄変動表示装置３００等が支持されると共に、前面の開口部４０１を閉鎖するように
、画像表示装置としての画像表示体５００及び枠部材５０１が、扉状に回動可能に支持さ
れており、これら各部材がケース部材に支持されることで、スロットマシン１の機種を特
徴付ける遊技ユニット２０が形成されている。
【０２１０】
　遊技ユニット２０の画像表示体５００は、図５４に示すように、所定の画像を表示可能
な矩形状の画像表示面５１０と、画像表示面５１０の周縁部のうち上辺に配置された発光
手段としてのバックライト５１１と、バックライト５１１からの光を後側から画像表示面
５１０全体へ略均等に分散するように導く導光部材５１２（本発明の導光手段に相当する
）とを備えている。
【０２１１】
　画像表示体５００における画像表示面５１０は、本例では、正面視横長で矩形状の液晶
パネルとされている。また、バックライト５１１は、詳細な図示は省略するが、光源と光
源の後方に配置された反射板とを少なくとも有し、本例では光源として二本の冷陰極管が
用いられている。なお、本例のバックライト５１１として、冷陰極管に代えて、蛍光灯や
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、高輝度白色ＬＥＤ等を用いても良いし、通常のバックライトと比較して光量の多い（例
えば、通常の１．５～３倍）光源を用いても良い。
【０２１２】
　また、画像表示体５００における導光部材５１２は、図示するように、バックライト５
１１が配置された上辺側から、バックライト５１１が配置されていない下辺側へ向かうに
従って、先細りするようなくさび状とされている。換言すると、導光部材５１２は、上辺
から下辺へ向かうに従って後面側が前面側に接近する傾斜面とされている。この導光部材
５１２により、上辺側に配置されたバックライト５１１からの光が、導光部材５１２の後
面で前方側に反射して、画像表示面５１０の後面全体を略均一に照明することができるよ
うになっている。なお、導光部材５１２は、アクリル樹脂等の透明な樹脂や、光学ガラス
等の中実な透明部材により成形されている。
【０２１３】
　この画像表示体５００の後面には、主基板ボックス４０９内の主基板４５０から等の制
御コマンドに基づいて、画像表示体５００に所定の演出画像を表示させる画像制御基板等
を有した副基板ボックス５１３が備えられている。この副基板ボックス５１３は、画像表
示体５００の後面に取付固定されており、メンテナンスや脱着等の際には、画像表示体５
００を、ヒンジ金具４２０によりヒンジ回転させて、ケース部材４００の開口部４０１か
ら開くことで、副基板ボックス５１３に対して所定の作業が行えるようになっている。
【０２１４】
　図５３（ｂ）及び図５４に示すように、この画像表示体５００は、画像表示面５１０が
、図柄変動表示装置３００における可動表示体としての各リール３０１ａ，３０１ｂ，３
０１ｃの接線方向と略一致すると共に、その接線方向に対して直角方向且つ各リール３０
１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの軸心を通る線とは交差しない位置に配置されている。つまり
、画像表示面５１０を、前後方向の位置においては、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１
ｃの外周前面と略一致する位置に配置し、上下方向の位置においては、リール３０１ａ，
３０１ｂ，３０１ｃによる図柄群が視認可能となるように各リール３０１ａ，３０１ｂ，
３０１ｃの中心よりも上側の位置に配置したものである。これにより、画像表示面５１０
と各リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの前側外周面とが略同一面状に配置された状態
となっており、画像表示体５００に、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃに施された図
柄と関連或いは連続するような演出画像を表示させることができ、遊技者の興趣を高めら
れるようになっている。
【０２１５】
　画像表示体５００の下側には、上述した通り、各リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ
の回転が停止している時に、それらの図柄帯の図柄を所定個数分の図柄群として視認でき
るように、画像表示体５００と協働してその他の図柄を遮蔽する枠状の枠部材５０１が備
えられており、画像表示体５００に対して一体的に垂設されている。この枠部材５０１と
画像表示体５００とによって、図示は省略するが、本例では、合計９個の図柄が図柄群と
して視認できるようになっている。
【０２１６】
　この枠部材５０１の下辺後側、及び枠部材５０１の上辺後側（詳しくは、画像表示体５
００の下辺後側）には、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃを前方から照明するための
照明装置５０２が夫々配置されている。特に、上側に配置された照明装置５０２では、Ｌ
ＥＤ５０４の光軸が透明板２１４ａの方向に向けられており、ＬＥＤ５０４からの光が、
直接、及び、扉形前面部材２００の透視窓２１４に嵌め込まれた透明板２１４ａで反射し
て、各リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃを明るく照明することができるようになって
いる（図４参照）。
【０２１７】
　このように、上述した実施形態によると、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの前面
を覆うことなく図柄に対して、画像表示体５００の画像表示面５１０を可及的に接近させ
るようにしているので、従来のスロットマシンのように、図柄と演出画像とが重なったり
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、液晶パネルの開口により演出画像が分断されたりして、図柄や演出画像が見辛くなるの
を防止することができると共に、画像表示体５００にリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１
ｃの図柄を視認可能とするための開口を備える必要が無く、可及的に大きな演出画像を表
示することができ、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの図柄と演出画像の両方を略同
時に楽しませて遊技者の興趣が低下するのを防止することができる。
【０２１８】
　また、画像表示体５００におけるバックライト５１１が備えられていない一辺側を、リ
ール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと接近する側としている。つまり、リール３０１ａ，
３０１ｂ，３０１ｃと画像表示面５１０との間にバックライト５１１が配置されていない
ので、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃに対して画像表示面５１０を可及的に接近さ
せることができ、上述した作用効果を奏するスロットマシン１を確実に具現化することが
できる。
【０２１９】
　更に、従来のスロットマシンのように、画像表示面５１０にリール３０１ａ，３０１ｂ
，３０１ｃの図柄を視認可能とするための開口を形成する必要が無く、特殊な液晶パネル
を製造する必要が無く、既存の液晶パネル（画像表示面５１０）により対応することがで
きるので、画像表示体５００にかかるコストが増加するのを抑制することができる。
【０２２０】
　また、画像表示体５００の画像表示面５１０を、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ
の接線方向と略一致する方向に配置するようにしているので、リール３０１ａ，３０１ｂ
，３０１ｃの外周面の図柄と画像表示面５１０とが略同一面上に配置されることとなり、
遊技者から見て、図柄と演出画像の距離が略同じ距離となり、両者の間で焦点移動が行わ
れるのを可及的に少なくして、早期に眼球疲労が発生するのを抑制することができ、その
疲労により遊技に対する興趣が低下するのを抑制することができる。
【０２２１】
　更に、バックライト５１１を画像表示面５１０の周縁部に配置しているので、バックラ
イトを液晶パネルの後面の略全面に配置した場合と比較して、画像表示体５００の厚さを
相対的に薄くすることができ、これにより、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃの外周
面に対して画像表示面５１０を可及的に接近させ易くすることができる。
【０２２２】
　また、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと画像表示体５００とを、ケース部材４０
０によって支持するようにしているので、それらの取付誤差が累積するのを抑制して、リ
ール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと画像表示体５００との相対的な位置決め精度を向上
させることが可能となり、それらを所望の位置、つまり、可及的に近接する位置に確実に
支持することができ、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと画像表示体５００とが接触
するのを防止することができると共に、それらを可及的に近接する位置に配置して、上述
した作用効果を、確実に奏するようにすることができる。
【０２２３】
　更に、外本体１００に取り付けられるケース部材４００によって画像表示体５００を支
持するようにしているので、従来のスロットマシンのように、扉形前面部材２００に画像
表示体５００が支持されることがなく、扉形前面部材２００の重量が軽くなり、扉形前面
部材２００や、扉形前面部材２００を軸支する回転軸１００ａ等のヒンジ機構にかかる負
荷を軽減させてスロットマシン１の耐久性を向上させることができる。
【０２２４】
　また、リール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃ及び画像表示体５００を支持するケース部
材４００が、外本体１００に対して着脱可能に取り付けられているので、スロットマシン
の機種を特徴付けるリール３０１ａ，３０１ｂ，３０１ｃと画像表示体５００とを遊技ユ
ニット２０としてケース部材４００で完結させることが可能となり、スロットマシン１の
機種変更や、スロットマシン１つまり遊技ユニット２０の故障等の際に、ケース部材４０
０を着脱するだけでそれらに対して容易に対応することができる。



(42) JP 2008-212496 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

【０２２５】
　また、導光部材５１２が先細りする形状となっているので、先細りする側とは反対側に
のみバックライト５１１が配置されていても、その先細りする傾斜面によって、バックラ
イト５１１からの光を略均一に画像表示面５１０へ分散反射させることができ、画像表示
面５１０全体を良好に照明することができる。
【０２２６】
　以上、本発明を実施の形態について説明したが、上記説明は、次のような技術的思想に
対応する実施形態でもある。
（１）前面が開口する箱形又は前面が開口する枠形の外本体と、該外本体の前面に横開き
の扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材と、複数の図柄を駆動手段で変動させる図柄
変動表示装置と、前記外本体に対し着脱自在であって前面に開口部を有するケース部材と
、任意の画像を表示する画像表示体と、を有し、前記ケース部材に対し、前記開口部の一
部を覆う状態にして画像表示体を取着すると共に残りの開口部から図柄が見える状態にし
て前記図柄変動表示装置を取着し、さらにケース部材に対する画像表示体の取着手段をヒ
ンジ構造にして該画像表示体を扉状に回動させ得るようにした遊技機。
（２）前記画像表示体の開き方向と前記扉形前面部材の開き方向とを同じに統一した前記
（１）項記載の遊技機。
（３）閉じた画像表示体より後方の空間を配線作業空間とし、該配線作業空間を囲うケー
ス部材の内壁面に制御基板を装着し、画像表示体を開いて配線作業空間を開放するように
した（１）項又は（２）項記載の遊技機。
（４）前記画像表示体を上段に、図柄変動表示装置を下段に配置すると共に、該画像表示
体の下側に図柄変動表示装置の前方領域を額縁状に縁取る枠部材を垂設した（１）項乃至
（３）項の何れか１つに記載の遊技機。
　なお、これら（１）項～（４）項の技術的思想に対する［背景技術］、［特許文献Ｘ］
、［解決課題］、［効果］は、夫々次のとおりである。
［背景技術］
　前面が開口する箱形の外本体（スロットマシンの分野では一般に「筐体」という。）と
、該外本体の前面に横開きの扉状に回動可能に取り付けた扉形前面部材と、複数の図柄を
駆動手段で変動させる図柄変動表示装置と、前記外本体に対し着脱自在であって前面に開
口部を有するケース部材と、任意の画像を表示する画像表示体と、を有する遊技機が例え
ば特許文献Ｘに記載されている。
　この遊技機は、図柄変動表示装置がケース部材に取り付けられ、一方、画像表示体が扉
形前面部材側の部品として扉形前面部材の裏側に取り付けられている。また、主たる制御
基板である主基板を有した主基板ボックスが外本体側の部品として外本体を構成する背板
内面に取り付けられている。
［特許文献Ｘ］特開２００４－３０５３７０号公報
［解決課題］
　上記従来の遊技機は、主基板ボックスが外本体の背板に取り付けられており、ケース部
材の後ろに隠れて見えないため、主基板ボックスや主基板の確認作業が容易でない。
　また、上記遊技機は、図柄変動表示装置をケース部材ごと交換することにより、簡便な
モデルチェンジが行えるようにしたものであるが、実際は、図柄変動表示装置のみの交換
に止まらず、画像表示体も一緒に交換するケースが多々あり、そうした場合にはケース部
材の交換作業と画像表示体の交換作業を別々に行わなければならず、作業時間が長くなる
問題があった。
［効果］
　図柄変動表示装置と画像表示体がケース部材ごと遊技ユニットとして一括交換できるた
め、扉形前面部材に殆ど手を加えることなくフルモデルチェンジに近いモデルチェンジが
簡単・迅速に行える。また、画像表示体は重く且つ高所に配置される部品であるため、こ
れを扉形前面部材に設けた場合には、扉形前面部材の重心が高く不安定になるから、外本
体に組み付ける前の段階で倒れやすく且つ倒れた場合のダメージが大きいが、本発明のご
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とく画像表示体をケース部材に取り付けるようにすれば、扉形前面部材の重心が低くなっ
て安定性が増すため、前記の問題点が一掃できる。
　また、ケース部材に対し画像表示体を扉状に回動させ得るようにしたため、画像表示体
の後方の空間が有効に活用できる効果がある。
　また、（２）項のように画像表示体の開き方向と前記扉形前面部材の開き方向とを同じ
に統一した場合には、扉形前面部材の開き具合が完全でなくとも画像表示体を開くことが
できるため作業性がよく、また、扉形前面部材と画像表示体を適宜な連結手段で連結する
だけで扉形前面部材と画像表示体の一体的な開閉が可能になるから、さらに利便性を高め
ることができる。
　また、（３）項の遊技機は、第一に閉じた画像表示体より後方の空間を配線作業空間と
し、第二に配線作業空間を囲うケース部材の内壁面に制御基板を装着し、画像表示体を開
いて配線作業空間を開放するようにしたため、遊技機の正面から手作業によって制御基板
の配線が行え、また、画像表示体を開いて制御基板の確認が簡単に行える効果がある。
　また、（４）項に記載の遊技機によれば、画像表示体の下側に図柄変動表示装置の前方
領域を額縁状に縁取る枠部材を垂設したため、該枠部材を装飾用のフレームとして利用す
ることにより図柄変動表示装置の図柄の周囲に装飾が施せる。ちなみに従来の遊技機は、
扉形前面部材自体に前記枠部材相当部品があってその部品に図柄変動表示装置の周りを縁
取る装飾が施されていたため、図柄変動表示装置を変えてもその周りの装飾が変わらない
から全体の印象がアンバランスになり、また、枠部材相当部品を交換する場合は、扉形前
面部材側に対し別途作業が必要になるため作業性が悪化する、等の問題があった。
【０２２７】
　以上、本発明について説明したが、もちろん本発明は上記実施形態に限定されるもので
はない。例えば実施形態は遊技機としてスロットマシンを例示したが、メダルに代えてパ
チンコ球を使用する遊技機（例えば、パロット等）に利用してもよい。また、実施形態で
は前面が開口する箱形の外本体１００（通称、筐体）を例示したが、前面が開口する枠形
の外本体１００（通称、外枠）であっても、外本体１００の背板１０４にかかわる部分以
外はそのまま適用可能である。また、実施形態では、ケース部材４００の後面板４０５に
設けた配線通路たる凹み４１９，４１９を配線窓４１１の両横に形成したが、配線窓４１
１の片側にのみ配線通路を形成してもよい。また、配線通路はケース部材４００の後面板
４０５と外本体１００の背板１０４との間に本体側配線類１１９が通る空間が確保されて
いれば良いのであって、必ずしも溝形態である必要はない。
【図面の簡単な説明】
【０２２８】
【図１】スロットマシンの分解斜視図である。
【図２】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの分解斜視図である。
【図３】スロットマシンの斜視図である。
【図４】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの縦断面図である。
【図５】図４のＺ１部拡大図である。
【図６】コネクタホルダーを移動させた状態を示す図４のＺ１部拡大図である。
【図７】扉形前面部材を省略した状態を示すスロットマシンの横断面図である。
【図８】（ａ）は図７のＺ２部拡大図、（ｂ）はコネクタホルダーを移動させた状態を示
す図７のＺ２部拡大図である。
【図９】図８（ａ）の要部を示す拡大図である。
【図１０】背板側を示すスロットマシン要部の横断面図である。
【図１１】ケース部材の分解斜視図である。
【図１２】ケース部材を後ろから見た斜視図である。
【図１３】（ａ），（ｂ）はコネクタホルダーの仮止め状態を説明するケース部材の要部
の斜視図である。
【図１４】配線中継部材の分解斜視図である。
【図１５】配線中継部材のカバー体を省略した正面図である。
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【図１６－１】コネクタホルダーの分解斜視図である。
【図１６－２】コネクタホルダーの分解斜視図である。
【図１７】ケース部材を止めるストッパーの斜視図である。
【図１８】他の形態を示すストッパーの斜視図である。
【図１９】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。
【図２０】ケース部材のガイド構造を示す要部の断面図である。
【図２１】把手の他の形態を示す図柄変動表示装置の部分斜視図である。
【図２２】ケース部材と外本体側のストッパーとの関係を示す要部の斜視図である。
【図２３】配線窓と図柄変動表示装置のリールとの関係を示す要部の断面図である。
【図２４】スロットマシン上部の縦断面図である。
【図２５】メダル放出装置を省略してスロットマシンの下半部を示す斜視図である。
【図２６】図２５の分解斜視図である。
【図２７】スロットマシンの裏側から放熱口を見た背面図である。
【図２８】電源装置を示すスロットマシンの一部断面部分正面図である。
【図２９】電源装置を下から見上げた状態を示す斜視図である。
【図３０】他の形態を示すもので外本体の側板と電源装置の要部断面図である。
【図３１】他の形態を示す照明装置の概略断面図である。
【図３２】透明板と発光ユニットを分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
【図３３】透明板を分解して示す扉形前面部材の斜視図である。
【図３４】透明板を装着した扉形前面部材の図３２Ａ－Ａ線相当断面図である。
【図３５】ヒンジ金具の分解・組み立て斜視図である。
【図３６】ヒンジ金具の連鎖を示す線図である。
【図３７】扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
【図３８】開く途中の扉形前面部材を示す要部の横断平面図である。
【図３９】扉形前面部材の上半部を示す裏側から見た斜視図である。
【図４０】他のヒンジ金具の例を示す扉形前面部材の要部横断平面図である。
【図４１】図４０の扉形前面部材の開く途中を示す要部の横断平面図である。
【図４２】ケース部材に固定された主基板ボックスを拡大して示す正面図である。
【図４３】固定された主基板ボックスが判るようにケース部材の一部を切欠いて示すと共
に、カバー部材を拡大して示す斜視図である。
【図４４】カバー部材を単品で示す斜視図である。
【図４５】ケース部材に主基板ボックスが固定された状態でカバー部材を閉じた状態と開
いた状態とを示す斜視図である。
【図４６】カバー部材の開閉を説明するための断面図である。
【図４７】上下方向に回動するカバー部材を閉位置及び開位置の状態で夫々示す斜視図で
ある。
【図４８】図４７のカバー部材を閉位置から開位置への回動する動作を断面で示す説明図
である。
【図４９】図４８に続きカバー部材を開位置に保持する動作を断面で示す説明図である。
【図５０】（Ａ）はスロットマシンにおける始動レバーが配置された部位を拡大して示す
斜視図であり、（Ｂ）は（Ａ）における扉形前面部材と始動レバーとを分解して示す斜視
図である。
【図５１】始動レバーが扉形前面部材に取付けられた状態で要部を示す横断面平面図であ
る。
【図５２】遊技ユニットを前から見た斜視図である。
【図５３】（ａ）は遊技ユニットの正面図、（ｂ）は遊技ユニットの側面図である。
【図５４】図５３（ａ）におけるＢ－Ｂ線で切断して示す断面図である。
【符号の説明】
【０２２９】
１　スロットマシン
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２０　遊技ユニット
１００　外本体
１００ａ　回転軸
２００　扉形前面部材
２１４　透視窓
２１４ａ　透明板
３００　図柄変動表示装置
３０１ａ　リール（可動表示体）
３０１ｂ　リール（可動表示体）
３０１ｃ　リール（可動表示体）
４００　ケース部材（ユニット支持部材）
４０１　開口部
４０９　主基板ボックス
４５０　主基板
５００　画像表示体（画像表示装置）
５０２　照明装置
５０３　基板
５０４　ＬＥＤ
５１０　画像表示体
５１１　バックライト（発光手段）
５１２　導光部材（導光手段）
５１３　副基板ボックス

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】
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【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(52) JP 2008-212496 A 2008.9.18

【図２８】 【図２９】

【図３０】
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【図３９】 【図４０】



(55) JP 2008-212496 A 2008.9.18

【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】
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